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福祉教育常任委員会 

 

令和２年９月４日（金曜日）午前１１時５０分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 益 子 丈 弘  委 員 田 村 正 宏  

委 員 松 田 寛 人  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 髙 久 好 一  委 員 相 馬 義 一  

委 員 山 本 はるひ    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

生涯学習課長 粟  野  誠  一 狩野公民館長 阪  本  和  人 

 

出席議会事務局職員 

書 記 伊  藤  奨  理     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．報告事項 

   ⑴狩野公民館多目的ホール地域再生計画に係る令和元年度事業の検証について 

  ３．協議事項 

   ⑴９月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

   ⑵その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１１時５０分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、お疲れさまです。 

  慣れない中でのコロナ対策での議会の運営とい

うことで、皆さんお疲れのところお集まりいただ

きましてありがとうございます。 

  ただいまより福祉教育常任委員会のほうを開会

させていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告事項 

○齊藤委員長 それでは、本来であれば協議事項に

すぐ移るんですが、今回、生涯学習課のほうから

報告事項として報告をしに来ていただきましたの

で、そちらのほうをしていただきたいと思います。 

  では、課長のほうからでよろしいですか。 

  課長、お願いします。 

○粟野生涯学習課長 （狩野公民館多目的ホール地

域再生計画に係る令和元年度事業の検証について

説明） 

○齊藤委員長 お疲れさまでした。 

  報告をしなければいけないということで、本来

であれば常任委員会中にやるはずだったんですが、

ちょっと時間の取り方と、今後この後にお話しす

る執行部の情報提供自体がその他でやるようにな

ってしまうので、議事録に残らないということな

ので、今回ここでやらせていただいたという経緯

がございます。 

  それではいいですね。報告だけで。 

  阪本館長と粟野課長、お疲れさまでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○齊藤委員長 それでは、３番の協議事項に入りま

す。 

  ９月定例会における委員会の運営ということで

付託予定議案、日程等について協議したいと思い

ます。 

  まず、その説明に関して事務局からお願いいた

します。 

  事務局。 

○伊藤書記 （９月定例会における委員会の運営に

ついて説明） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、今説明があったとおり、まず日程等

についてですが、初日、教育委員会、２日目が保

健福祉部で議場、３日目が子ども未来部という審

査日程でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 情報としては保健福祉部の人権の条

例の件の際に、新聞社が傍聴したいという話が来

ているんで、頑張って質疑してください。よろし

くお願いします。 

  この日程でいきたいと思います。 

  もう一つ、先ほど言ったとおり、正副委員長の

ほうのお話の会議をさせていただきました。これ

まで統一性がなくて、前回インターネットの中継

をしたからこそ気づいた点がございまして、質疑

中に要望であったり、意見を言っている傾向が出

てしまうと、そのままタイムリーでネットで配信

されているところを鑑みまして、今後コロナ対策

を含めた中でのネット中継は力を入れていかなけ

ればならないというところもありまして、質疑、

意見等を含めた質疑はお受けいたしますが、質疑

中に要望を言ってみたり、質問してみたりという

ところに関しては、厳格に対処して控えていただ

くとかあるいは質疑は質疑、意見を言いたければ
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議員間討議という時間がその質疑の中にあります

ので、そちらで回していただいて意見を言う、こ

ういった形でやっていきましょうということで、

各委員会統一で決定させていただきました。議会

運営委員会のほうは既に取り入れて行っておりま

す。 

  これをやることによって、インターネットの中

継中も普通にできるということがあります。 

  また、その他自体はもともと必要なんですが、

今までその他を委員会が閉じる前に行っていたせ

いで、議事録がすごく長くなっちゃって、文字起

こしして探すのにすごく苦労しておりました。な

ので、審査に関して皆様の例えば異議なしという

ことで、何々の案件につきましては可決されまし

たと言った後に、すぐに暫時休憩といたしまして、

そこからその他の案件にさせていただきます。そ

の時間はいつもどおりほかの課についてほかのこ

とを聞いても構いませんが、議事録には載りませ

んので御了承いただきたいと思います。 

  執行部提案の情報提供に関しても同じように、

うちらの委員会は前回６月でもやらせていただい

たと思うんですが、ああいった形で閉会させてい

ただくということで御承知おきいただきたいと思

います。 

  今の説明について何かお聞きしたいことがあれ

ばお受けいたします。大丈夫でしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 また当日、委員会が始まるときにも

う一度また説明をさせていただいて、多少の間違

いに関しては別に普通にやりますけれども、皆様

のご協力をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

  それでは、⑴の協議事項を閉じさせていただき

ます。 

  ⑵です。所管事務調査については、この間、こ

れも委員会のほうでお話しさせていただいたんで

すが、管内の職員がいるところだけであれば視察

に行っていいという形で、正副委員長会議で決定

させていただきました。もしどこかこの期間中で

行ってみたいところがあるようであれば、御意見

いただきたいと思います。これまた12月までの間

に、本定例会中。４日目にどこか視察希望がある

ようであれば言っていただきたいと思います。ま

た、ここに関連するものがもしあるようであれば、

私のほうに言ってください。 

  また、委員会までにもしあるようだったら、皆

様にお諮りしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

  以上で協議事項のほうは閉じさせていただきた

いと思います。ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齊藤委員長 大きな４番のその他に移ります。 

  皆様のほうで何かございますか。執行部で何か

ありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤委員長 ないようですので、以上で福祉教育

常任委員会のほうを閉会させていただきます。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時０６分 
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福祉教育常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第二分科会） 

 

令和２年９月１４日（月曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 益 子 丈 弘  委 員 田 村 正 宏  

委 員 松 田 寛 人  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 髙 久 好 一  委 員 相 馬 義 一  

委 員 山 本 はるひ    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

教 育 部 長 小  泉  聖  一   教育総務課長 田  野     実   

教育総務課長
補 佐 

金  子     嘉   
教 育 総 務 課 
主 幹 

加  藤  正  之   

教 育 総 務 課 
総 務 係 長 

三  宅  和  幸   
教 育 総 務 課 
給 食 係 長 

波 多 腰  香  澄   

教 育 総 務 課 
教育施設係長 

遠  藤  幸  宏   

教 育 総 務 課 
共英学校給食
共同調理場長
兼 業 務 係 長 

佐  藤  和  穂   

学 校 教 育 課 
参 事 兼 
学校教育課長 

田  﨑  建  文   

学 校 教 育 課 
副 参 事 兼 
英 語 教 育 
推 進 班 長 

松  本  正  広   

学校教育課長
補 佐 兼 
学 校 支 援 
教 職 員 係 長 

岸  上  容  子   
学 校 教 育 課 
学校指導係長 

相  馬  浩  二   

学 校 教 育 課 
児童生徒サポ
ートセンター
所 長 
（ 任 期 付 ） 

印  南  伸  一   

学 校 教 育 課 
児童生徒サポ
ートセンター
児童生徒係長 

井  上  芽 久 美   

生涯学習課長 
（ 青 少 年 
センター所長
兼 務 ） 

粟  野  誠  一   
生涯学習課長
補 佐 兼 
文化振興係長 

添  谷  弘  美   
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生 涯 学 習 課 
生涯学習係長 

興  野  和  人   
那須塩原市図
書 館 館 長 
（ 再 任 用 ） 

山  田     隆   

那須塩原市図
書 館 主 幹 
（ 任 期 付 ） 

吉  村  敏  昭   
生 涯 学 習 課 
青 少 年 係 長 

角  田     晃   

生 涯 学 習 課 
那 須 野 が 原 
博 物 館 館 長 

松  本  裕  之   
生 涯 学 習 課 
黒 磯 公 民 館 
館 長 

高 根 沢  寿  夫   

スポーツ振興
課 長 

小  髙  裕  一   
スポーツ振興
課 長 補 佐 兼 
管 理 係 長 

岡     孝  子   

スポーツ振興
課スポーツ振
興 係 長 

向  井     崇   
国 体 推 進 課 
課 長 

増  渕     剛   

団 体 推 進 課 
課 長 補 佐 兼 
総務企画係長 

佐  原  勝  美   
国 体 推 進 課 
競 技 係 長 

大  島     彰   

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 書 記 伊  藤  奨  理     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔学校教育課〕 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔生涯学習課〕 

    ・議案第８８号 那須塩原市図書館条例の一部改正について 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔スポーツ振興課〕 
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    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔国体推進課〕 

    決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  まず初めに、土曜日の大雨による災害において、

塩原地区では、作業をされていた方１名の方がお

亡くなりになりました。心より御冥福をお祈りい

たします。また、土砂災害等の被害においては、

ここまで修復を行うために、執行部の方や関係各

位には御尽力をいただいておりますことを感謝申

し上げます。改めて、自然の常に形を変える猛威

には人間がかなわないことをいま一度考えさせら

れ、教えられたと思っております。 

  さて、コロナ禍の影響はまだまだ続いておりま

す。少しずつ落ち着いているように思われますが、

一度感染者が確認されますと瞬く間に感染拡大に

つながることは回避できず、いつどこで誰が罹患

してもおかしくない状況です。また、季節も移り

変わる時期にきており、インフルエンザ等の発生

も言われるようになってきております。引き続き、

咳エチケット、ソーシャルディスタンスや小まめ

な手洗い、うがい、３密の回避等がうたわれてい

る新しい生活様式を徹底した中で、ウィズコロナ、

アフターコロナに向けて対応していき、そして何

よりも免疫力の強化を行い、自ら意識を持って対

策をしていくしかありません。 

  今定例会では、コロナ関連をはじめ、条例案件、

補正予算案件、そして決算認定と、様々な案件が

執行部より提出されております。委員の皆様の慎

重な審査をお願い申し上げまして、開会前の挨拶

とさせていただきます。 

  それでは、ただいまから福祉教育常任委員会、

予算常任委員会（第二分科会）、決算審査特別委

員会（第二分科会）を開会いたします。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりとします。 

  今定例会におきまして、当常任委員会に付託さ

れた案件は、条例案件４件でございます。予算常

任委員会付託案件のうち、当分科会で審査すべき

案件は、補正予算案件４件であります。また、決

算審査特別委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は、決算認定案件４件であります。

これらの予算と決算に関する案件につきましては、

関係所管課のところで随時分科会に切り替えて審

査を行います。 

  議案審査において討議すべき点がございました

ら、申し出てください。委員各位におかれまして

は、円滑な進行への御協力をお願い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○齊藤委員長 それでは、審査事項に移ります。 

  まずは、教育委員会事務局教育部から順次審査

を進めてまいります。 

  初めに、教育部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○小泉教育部長 （挨拶） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、ただいまから教育総務課

の審査に入ります。担当課の皆さん、お疲れさま

です。 

  教育総務課につきましては、福祉教育常任委員

会に対する付託案件がございませんので、予算常
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任委員会（第二分科会）へ切り替え、審査を行い

ます。 

  それでは、議案第75号 令和２年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○田野教育総務課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  益子委員。 

○益子委員 御説明ありがとうございます。 

  歳出の部分でお伺いしたいんですが、12ページ

になります。 

  新型コロナウイルス感染症対策4008事業なんで

すが、先ほどの課長の御説明の中で、ミスト付き

扇風機のレンタルという話がございましたが、こ

ちらの詳細の内容を、改めてお聞かせ願います。 

○齊藤委員長 課長。 

○田野教育総務課長 ただいまの質疑に対してまし

て、お答えしたいと思います。 

  こちらのミスト付きの扇風機のレンタルにつき

ましては、利用の方法としては、主に昇降口に設

置をしているもの。また、これら移動式のもので

ございますので、昼休みとか休み時間、それから

屋外授業、それから部活動なんかというところで、

体育館の入り口なんかに持っていったりというと

ころで使用という形。また、先ほど申し上げまし

た27年に設置したミストシャワー、こちらと一緒

に使うということで、子供たちの熱中症対策とい

うことで使用しているものでございます。 

  こちらにつきましては、レンタルということで、

各学校１台ずつということで配置をしているもの

でございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 課長から、レンタルということで説明

があったのですが、そのミスト付き扇風機のレン

タルをするに当たって、選定基準などありました

らお伺いしたいんですが。 

○齊藤委員長 主幹。 

○加藤教育総務課主幹 ミスト付きレンタルにつき

ましては、市内の指名入札等に提出をされている

業者さん、そちらを契約検査課のほうから資料を

いただきまして、その業者の中から選考してやろ

うということで、ただ、その中で、どうしてもレ

ンタルになりますので、早めに物を押さえておか

ないとどんどん出てしまうというのもありまして、

市内にある業者さんに見積り等をもらいまして、

そちらで決定をしてございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明ありがとうございます。そうし

ますと、市内のほうの業者さんを主に押さえると

いうことで使っていただいたということで、市内

の業者さんは大変ありがたいなと思うんですが、

その選定の中で、今回決定に至ったほかに、レン

タル業者が何社ぐらいあったのかをお伺いします。 

○齊藤委員長 主幹。 

○加藤教育総務課主幹 レンタル業者さんは、その

他というところのジャンルで選考、契約検査課の

ほうに指名参加願いが出ておりまして、市内でた

しか５社ほどいたかと思います。すみません、ち

ょっと定かではないんですが、５社と思います。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中なんですが、

議員間討議に入りたいと思います。 

  討議すべき点がある方、あるいは委員からの意

見がある方ございますか。 

〔発言する者なし〕 
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○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。よって、

議案第75号については、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切り替え、審議

を行います。 

  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○田野教育総務課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  山本委員。 

○山本委員 歳出のほうの318ページ、10款２項２

目小学校管理費の中の南小学校の灯油が漏れたと

いう話なんですけれども、3,900万円使ったとい

うことなんです。これの詳細を教えていただきた

いと思います。 

○齊藤委員長 加藤主幹。 

○加藤教育総務課主幹 では、私のほうから説明申

し上げたいと思います。 

  南小学校の灯油漏れにつきましては、平成31年

度に御報告させていただいたとおりなんですけれ

ども、まず、令和元年７月頃に学校のほうからオ

イルタンクの数値が…… 

○齊藤委員長 すみません、それは聞いていないの

で……。決算の中身を知りたいということなので。 

○山本委員 全てを市が払ったのかということ、す

みません。 

○加藤教育総務課主幹 申し訳ございませんでした。 

  １つ１つというところでしょうけれども、

3,911万5,600円は全て市のほうで対応して支払い

をしてございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ということは、この南小学校が漏れた

ということの責任は、全て市のほうの管理なり、

使い方なりに問題があったと理解してよろしいで

しょうか。 

○齊藤委員長 加藤主幹。 

○加藤教育総務課主幹 布設から年数もかなりたっ

ておりましたので、毎年、点検してはいるんです

けれども、やはりそこが結果として上がってきて

いないところといいますか、何しろ初めて見つか

ったというところで、最終的には市のほうの管理

が不足していたというふうに捉えられても仕方な
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いということで、私どものほうでお支払いしたと

ころでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、時がたっていたとおっし

ゃいましたけれども、最初にこういう形で灯油を

置いていたというか、管理しているその工事その

ものについては何ら問題がなくて、その後の検査

が足りなかったという理解でよろしいですか。 

○齊藤委員長 加藤主幹。 

○加藤教育総務課主幹 漏えいが発覚した場所を御

説明したいと思うんですけれども、検査自体は地

下オイルタンク並びに地下オイルタンクから校舎

の上にあるタンクがあるんですが、そこまでの道

中の配管並びに戻り管、それを検査しておるんで

すが、今回見つかったところは、個別の階ごとの

サービスタンク、ここから部屋にいっている地下

配管での漏えいだったものですから、通常の検査

では見つからないところの部分でございました。

並びに建ててからの経過年数もあるものですから、

工事に対しての瑕疵等というのはないと思ってお

りますので、やはり経年劣化による老朽が原因と

捉えてございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 小学校費の１段下のところに地下オイ

ルタンクの検査というのがありますよね。これは

南小学校のことを受けて、ほかの学校でやったの

か、あるいは南でやったのか、それを教えてくだ

さい。 

○齊藤委員長 加藤主幹。 

○加藤教育総務課主幹 こちらの地下オイルタンク

の漏えい検査ですけれども、南小学校の事故を受

けまして、確かにほかの部分もやりました。ただ、

例年やっているものでございまして、法定点検が

必要なものは例年やっているんですけれども、そ

れ以外にそれ未満の小さいタンクを設置している

学校につきましても、全て今回検査したというと

ころでございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 301ページ、黒磯学校給食共同調理場、

ここの学校給食費の発注取消しの763万9,000円、

これの補償ということで聞いたんだけれども、こ

の取消しの中身を教えてください。 

○齊藤委員長 取消しの理由。 

○髙久委員 発注したんだけれども、取消しになっ

たということで、後で米も補償になるという話が

出たんですが、その中に米も入っているのかどう

か。備蓄が利くものは対象にしないみたいな話が

最初に出たものですから。 

○齊藤委員長 食材費の補償費の中に、今、髙久さ

んが言ったとおりの関係の話と、あと、米はそこ

に含まれているのかということ。 

  田野課長。 

○田野教育総務課長 この学校の臨時休業の対策事

業費になりますが、こちらの中身については米飯

加工賃というもの、パンと牛乳のキャンセルとい

うところがメインになっておりまして、今回、委

員からの質疑でございますお米そのものについて

は、対象となってはございません。 

○齊藤委員長 そのほかにございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 299ページの下から２番目の奨学資金

給付費のところで、一般枠が５名だということで、

意欲があって優秀な生徒ということでしたけれど

も、この５名の選考方法は、いわゆる時間優先で

あったり、もしくは応募があった中から絞り込ん

でやったほうがいいですとか、そういったところ

はどうなんでしょうか。 

○齊藤委員長 三宅総務係長。 

○三宅総務係長 奨学制度の給付の選考方法ですが、
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書類審査、主に所得を点数化したもの、プラス選

考委員によります面接による結果で選考してござ

います。 

○齊藤委員長 田村委員。 

○田村委員 この一般のが最終的に５名に絞り込ま

れたということで、実際の応募はどれくらいあっ

たのでしょうか。 

○齊藤委員長 三宅総務係長。 

○三宅総務係長 今回の応募につきましては、一般

枠は６名ございました。 

○齊藤委員長 田村委員。 

○田村委員 あと、医療、福祉、保育は１名しか応

募がなかったということですが、この福祉と保育

がなぜ応募がなかったのか、その理由はあるんで

しょうか。 

○齊藤委員長 三宅総務係長。 

○三宅総務係長 恐らくというか、詳細な分析とい

うところではありませんが、本年度の大学の入学

生から大学の無償化の制度が始まってございます。

所得の低い層というのがそういった対象になりま

すので、そういった方々がそちらに応募ができて、

奨学金の必要性がないと判断したというところが、

一番要因としては大きいのかなと考えております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 317ページの10款２項１目小学校管理

費の学校用地等賃借料なんですけれども、これは

369万3,396円の３つの学校の内訳を教えてくださ

い。 

○齊藤委員長 田野課長。 

○田野教育総務課長 使用料及び賃借料の賃借料と

いうことで、369万3,396円の内訳ということで、

こちらの学校用地につきましては３校ございます。

波立小学校、あと２つにつきましては旧の小学校

になりますが、旧寺子小学校と旧穴沢小学校にな

っております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それは書いてあるから分かるんですけ

れども、幾らになっているか。 

○田野教育総務課長 その金額でございますが、ま

ず寺子小学校につきましては４万9,632円になり

ます。続きまして、波立小学校ですけれども11万

2,320円。最後に、穴沢小学校になりますが、353

万928円、合計して369万3,396円となっておりま

す。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 差がとてもあるのは、広さが違うのか、

あるいは単価が違うのか、教えてください。 

○齊藤委員長 田野課長。 

○田野教育総務課長 大きな要因はやはり面積、広

さになります。 

○山本委員 あとは意見なので、後で。 

○齊藤委員長 分かりました。 

  そのほかございますか、質疑は。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今のところを先にやります。 

  穴沢小学校はもう学校として使っていないとこ

ろではあるんですけれども、広いのも分かってお

りますが、353万円をこの先、払っていくという

ことについては、何か使い道があるのであればな

んですが、なぜこれを払い続けるのかということ

を教えていただければと思います。決算とはちょ

っと離れるんですが。 

  このことをどう思われるかと、皆さん。 

○齊藤委員長 今の山本委員の意見で、皆さんの御
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意見があればお伺いしたいと思います。議員間の

これまでの流れとかも含めて等々がもしあれば、

言っていただければ、また議員間討議を戻して質

疑することもできますので。 

  山本委員のほうの討議で、今意見に対しての委

員からの意見はなかったということで、今の意見

自体を質疑として執行部に聞いてよろしいですか。 

  山本委員。 

○山本委員 使われなくなった学校用地は、多分本

来は更地にして返すというようなことがあるのか

もしれないんですけれども、穴沢小学校は閉校し

てから少したっていますので、寺子も同じなんで

すけれども、寺子はとても安いし、災害のときに

使ったりしているので分かるんですが、とてもも

ったいないなと思うので、なぜかということをお

聞きしたいんです。皆さんの意見がなければ、あ

れなんですが……。 

○齊藤委員長 小泉教育部長。 

○小泉教育部長 先ほど申し上げました面積的には

寺子小学校は340㎡、波立小学校については470㎡

で、穴沢小学校については１万8,051㎡と、面積

がかなり違うというところで、また穴沢小学校に

ついてまだ今借りているものが、契約期間自体が

令和13年までということになっております。 

  御承知のように穴沢小学校については、まだ校

舎が解体できずに残っていると。解体費用がまだ

ちょっと捻出できないという状況で、更地にして

返すという条件までたどるのは整っていないとい

うことで、まだ借りているような状況になってお

ります。 

  市の施設、教育施設については、ほかにも旧塩

原文化会館であったり、解体までたどり着いてい

ない、もう何も生み出さないというところについ

て、また補助がないというところで、解体費用が

なかなか出ないということで、借地契約の期限ま

でには何とかしようということで、現状としては

借りているような状況になっております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 その計算方法は分かったんですが、そ

うすると、令和13年まで借り続けたらおよそ10倍

なので、3,500万円ぐらいになってしまうのかな

ということでよろしいんですか、計算上としては。 

○齊藤委員長 小泉教育部長。 

○小泉教育部長 計算上は最大そこまでと。知ると

ころのうちに何とかしなくちゃということで、予

算の捻出ができるかどうかということになってし

まいますので、これについては今後、努力してい

きたいと思っております。 

○山本委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 なければ、討議及び質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 
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  教育総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時２６分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、学校教育課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  学校教育課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会第二分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○田﨑学校教育課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子委員。 

○益子委員 執行計画書の13ページになります。 

  ４款衛生費、先ほど御説明いただいた宿泊体験

館メープルの部分なんですが、トイレ改修の設計

と工事ということで、経緯を伺います。先ほどあ

ったんですが、改めて詳しい経緯を伺います。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑教育部参事兼学校教育課長 新型コロナウイ

ルス感染症の対策としまして避難所の非接触型の

水道、あるいはスイッチ、照明、そちらが必要と

なりました。それに伴い学校教育課のみならず、

避難所になる予定の小学校、公民館等がございま

すけれども、学校教育課所管のものにつきまして

は宿泊体験館メープルということで、同じように

進めるということでございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 具体的な水道と照明ということで御説

明がありましたが、個数などが分かりましたらお

伺いいたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑教育部参事兼学校教育課長 現時点で予定し

ておりますのは、２か所でございます。１階の便

器につきましては６か所あるうちの４か所、２階

につきましては４か所あるうちの４か所、４つと

言ったらいいでしょうか、便器ございますけれど

も、そのような形になっております。 

  以上でございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 今の御説明の中に一部６か所のうち４

か所ということだったんですが、その６か所のう

ち６か所になぜならなかったのか、内容が分かり

ましたら教えてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑教育部参事兼学校教育課長 ６か所中、４か

所ですから２か所、これにつきましては洋式にな

っているということです。 

○齊藤委員長 そのほかにございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑に戻ります。 

  そのほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会第二分科会に切り替え、審査を行

います。 

  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○田﨑学校教育課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりました。 

  ここで昼食のため１時間休憩といたします。 

  午後１時より審査を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  益子委員。 

○益子委員 市政報告書315ページにあります、一

般会計歳出のデジタル教科書整備事業140事業に

ついてお伺いいたします。具体的な内容をお伺い

いたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 デジタル教科書につきまして

は、いわゆる教科書と同じ内容のものが電子黒板

に映るようになっております。それによって子供

たちが視覚的に、教科書の一部をきちんと出して、

子供たちにそれを説明するというようなものでご

ざいます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうしますと、電子黒板に映して、子

供たちが勉強を学習しやすいようにということだ

と思うんですが、その際に電子黒板をつなげて何
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かつける、電子黒板にデジタル教科書が映るよう

にするための内容というか、例えば事業者なんか

が、学校の先生じゃなくてするものなのか、事業

者がそれを設定するようになっておるのか、この

点についてお伺いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 パソコンがございまして、そ

れに電子黒板がつながっています。それを操作し

たりやるのは、もちろん担任でございます。また、

その電子黒板には、要するに書き込みなんかがで

きるわけですね。例えば教科書が電子黒板に映っ

て、子供たちに例えばこの行を見て御覧なんてい

って線を引っ張ったりすると、ちゃんとそれがア

ンダーラインというか、そういうふうに書けたり

もするということでございますけれども、担任が、

担当がやっております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 すみません、分かりづらい質問ですみ

ませんでした。 

  そうしますと、学校の先生が、担任の先生がや

るということなんですが、万が一、不備が発生し

た場合の対応はどのようになっているかお伺いい

たします。不備があったのかということでお伺い

いたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 不備というか、不具合が生じ

ることはもちろんございます。その際に、いわゆ

るＩＣＴ支援員等がそれを修復すると、原因を突

き止めるというようなことで、ＩＣＴ支援員を活

用していくということでございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 具体的にはそのような話は聞いていな

いというような認識でよろしいでしょうか。その

ような事態があったという、支援員が対応に当た

ったというような話は聞いていないということで

すか。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 私の答え方が悪かったと思う

んですけれども、そういうことは実際にございま

す。いろいろ学校に当然パソコンが入っておりま

すけれども、やはり様々な小さなトラブルという

のはございますので、ただ、何件あるかというこ

とにつきましては、申し訳ありません、把握はし

ておりませんけれども、その都度対応していると

いうことです。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 323ページと330ページに係るんですけ

れども、小学校と中学校の市採用教員のことです。

323ページの一番上の表の中に、日本語支援員２

人というのがございまして、330ページの一番下

の表のところにも日本語支援員１人という記載が

あるんですけれども、これがどこの学校、あるい

は学校が決まっているのか決まっていないのか分

からないんですが、どんなことをする人たちであ

るのか教えてください。 

○齊藤委員長 補佐。 

○岸上学校教育課長補佐 日本語支援員がどこに配

置されているかということで、まずお答えさせて

いただきます。 

  日本語支援員、小学校２名、こちらは共英小学

校と東小学校です。中学校の１名が黒磯北中学校

に配属・所属はしております。 

  業務の内容に関しましては、外国籍の児童生徒

の取り出し指導、外国籍児童生徒の在籍する学級

支援を行っております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今、共英と東、黒北ということで説明

があったんですけれども、実際のところ、これで
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足りているのかどうか教えてください。 

○齊藤委員長 足りていたのかでいいですか。 

  では、追加してください。 

  山本委員。 

○山本委員 多分、日本語支援員なので、日本語の

達者じゃないというかできないというか、外国か

ら来たお子さんに対応しているんだと思うんです

けれども、その子たちに、黒磯地区は共英だけ、

それから西那須野地区は東だけ、中学校は北中だ

けということだと思うんですけれども、そこで何

人ぐらいの人にどんなことをやって支援をしてい

たのかということを教えてください。 

○齊藤委員長 副参事。 

○松本学校教育課副参事 正式な人数は、子供たち

はやはり転出入学がありまして、ちょっと出入り

があるものですから、正式な人数というのは把握

ができていないんですけれども、足りているか足

りていないかというお話でありますと、正直、足

りていません。やはりその学校にはいるんですけ

れども、その学校にその必要な子たちが一番多く

入っているのでそこに配置はしていますけれども、

実際はほかの学校への転出入学があって、ポンと

入ってくる外国人のお子さんには、やはりお手伝

いに行っていただいたり、その学校にずっと配置

というわけではなく、少し回っていただきながら

対応しているというのが現状です。 

  ちなみに黒磯北中がタガログ語の方です。東小

と共英小の方はポルトガル語の担当の方に入って

いただいているという現状でございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 今と同じ市採用の教師配置事業の件な

んですけれども、別冊の教育委員会点検評価報告

書がありますけれども、ここの８ページ、７、８

かな、にきめ細かな指導をするための人的支援の

充実ということで、８ページの一番上の各委員の

意見の中に、教員の定着率については、延べ210

人に対して年度途中で退職者が21人、離職率が

10％とありますけれども、途中離職に伴う児童生

徒のメンタルケアに特に留意していただきたいと

いう記述と、その下の点検及び評価のところに、

教員免許保有者の離職率が少なくないことから、

途中離職に伴う児童生徒のメンタルケアに特に留

意していただきたいということが書いてあって、

聞きたいのは、この離職率10％というのは高いん

だと思うんですけれども、その離職の理由とか、

そういったことに何か対策を立てているのかとい

うことと、あと、こういった先生が辞めることに

伴う児童生徒のメンタルに対する影響というんで

すか、そういうのはどのようなものがあるのかを

お聞きしたいと思います。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 実は、これ、離職率が高いという

ことなんですけれども、学級支援員、学習支援員

の先生については、免許を所有している人という

ことで、地域勤務等で協力をしていただいたりし

ている先生方ということなんですけれども、免許

を持っているということで実は普通の一般の教員

が傷病等で休職をした場合、傷病等で休暇を取っ

た場合、県職員としての講師、助教諭というとこ

ろ、臨採ですね、これを充てるということで、ど

うしても県職員の臨採の給料と市採教員の給料を

比較すると、全然違うというところで、免許を持

っているがゆえに県職員の臨採のほうに、本人が

希望すれば給料が安いほうにとどめるというわけ

にもいかないということで、それで離職をして県

職員として補助教員というふうに当たっていただ

いているのが事実だということなんですけれども、

児童生徒のメンタルというところなんですけれど

も、先生が替わるということなんですが、あくま
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で学級支援の先生については、学級の担任の先生

以外のプラスアルファというところで、１人が必

ずこのプラスに入っているんじゃなくて、幾つか

のクラスを掛け持っているということで、特段、

学級の中では担任の先生は替わらないでいるので、

一人一人の心からするとどうか分からないんです

けれども、それほど影響はないのかなとは思って

おります。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 １点だけ伺わせてください。 

  市政報告書322ページ、小学校教育推進費10事

業についてでございます。その中の委託料につい

てなんですが、学級満足度アンケート等関連検査

実施業務、これについての詳しい内容と委託先に

ついて伺いたいと思います。 

○齊藤委員長 係長。 

○相馬学校指導係長 まず、業務としましては、数

研式学年別知能検査とハイパーＱＵ検査と全国標

準学力検査（ＮＲＴ）といったものの３つがござ

います。 

  知能検査につきましては、小学校２年生、５年

生を対象としています。 

  あと、ハイパーＱＵのほうは、小学校３年生、

４年生、５年生、６年生で、中学校が１年生、２

年生、３年生、全部ですね、こちらを対象とした

ものになっております。 

  全国標準学力検査につきましては、小学校１年

生から６年生までの国語と算数で、中学校は１年、

２年生の国語と数学で実施をしております。 

  以上です。 

〔「委託先は」と言う人あり〕 

○相馬学校指導係長 全て図書文化社のほうに委託

をしております。 

○齊藤委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 そうすると、330ページの中学校

のことについても、同様の内容ということでよろ

しいでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○相馬学校指導係長 そのようになっております。 

○齊藤委員長 そのほか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。討議すべき点がある方、ある

いは委員からの御意見はございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほどお聞きしたところの市採用教師

の日本語支援員についてなんですけれども、確実

に足りていません。これは、今年というかこの決

算のときだけではなくて、もう何年も足りていま

せん。 

  それで、先生たちもとても苦労しておりますし、

日本語ができなければ学習はできないので、先ほ

どポルトガル語とタガログ語とおっしゃいました

けれども、今、本当に東南アジアからの家族の方

が来ているので、その子供たちもそちらから来て

います。 

  それで、私は、この市採用教師はとてもいい制

度だとは思うんですけれども、ぜひもう少し増や

していただくことをしていただかないと、通い切

れていないんですね。東小と共英小に通えないん

です、子供たちは。そうすると、とてもその後も

大変ですので、ここのところは何とか工夫をして

いただいて、とりあえず日本語の基礎はできるよ

うな形になるように支援員を増やしていただきた

いという、これは意見です。お願いいたします。 

○齊藤委員長 特に疑義が生じるところはないとい

うことでいいですね。 

○山本委員 そうです、意見です。 

○齊藤委員長 分かりました。 
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  それでは、また一度質疑に戻ります。 

  そのほか質疑がある方いらっしゃいますか。 

  田村委員。 

○田村委員 市政報告書の312ページの宿泊体験館

管理運営費のところで一番最後、314ページのと

ころ、利用実績ということで出ておりますが、こ

れは延べ人数ですので、実質の人数がお分かりに

なればお伺いいたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 それでは、まず皆様に延べ人

数ではなく、実人数を示したものをお配りさせて

いただきたいと思います。 

〔資料配付〕 

○田﨑学校教育課長 それでは、こちらに示してあ

るとおりでございますけれども、宿泊体験館メー

プルの利用のいわゆる実人数につきましては、３

つの表がございますが、一番下のところでござい

ます。小学生、中学生、そして黒磯、西那須、塩

原と地区に分けて示させていただいておりますけ

れども、合計のところを見ていただきまして、小

学生は20名、中学生が27名、合計47名の実人数の

利用でございました。 

  以上でございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  学校教育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２０分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから生涯学習課の審査に入

ります。担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８８号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第88号 那須塩原市

図書館条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 
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○粟野生涯学習課長 （議案第88号について説明） 

○齊藤委員長 説明がおわりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 まず最初に、システムの更改という意

味がよく分からなかったんですけれども、新シス

テムを導入するかどうか考えたということだった

んですが、そこのところをもう少し何がどういう

システムなのか。形のあるものなのか、ないもの

なのか説明をしてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 図書館システムでございます

が、こちら５年に一度システムを入れ替えるとい

う作業をしています。それは、いわゆる貸し借り

のシステムです。これは貸すほうでありますが、

それに加えまして、いわゆる本を貸し出したり借

りたとかいうふうに端末を利用いたします。その

ようなものを全て新しいものに入れ替えるという

ことで、ソフトの中身の入替え、それと端末機械

の入替え、両方やります。それを５年に一度繰り

返してやってまいりますので、今回、その時期を

迎えたということでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 多分、つまり、公民館に置いてあると

いうパソコンみたいなもののことを言っているん

だと思うんです。分室をやめるに当たって、先ほ

どの説明だと、使っている人が少ないというよう

な言い方をされたんですが、多分昨年度の決算の

資料から見ると、８万5,000冊ぐらいその分室に

本があって、結構な数の本を出し入れしていると

思うんです。そういう方たちは切って捨てるとい

う言い方はちょっと変なんですが、みるるなり西

那須野図書館なりに行ってくれれば済むんだとい

う考えだというふうに理解してよろしいんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 そういうことでなくて、８万

5,000冊というのは、13の分室にある蔵書数でご

ざいます。 

  それで、具体的に申し上げますと、これは平均

になりますが、一日の分室の利用者数、こちらを

統計取っておりますが、平成30年度につきまして

は1.6名程度の御利用になっています。令和元年

度は３月までですが、1.9人ということで、これ

は増えた理由としては、黒磯図書館が休館になっ

たというところで、公民館で本のやり取りをする

方が増えたというところになります。 

  結果として、２人以下の利用というところで、

利用状況としては比較的少ないという判断をさせ

ていただいたというところでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 確かに本少ないといえば、図書館の利

用をしている人から比べたらとても少ないんです

けれども、利用している方のお話を伺うと、車が

運転できない。それから、ともかく行く手段がな

いというような、あるいは小さなお子さんがいて

連れていけないなど、それぞれ理由があります。

でも、その人たちが管内のというんですか、市内

の図書館からいろいろな本を借りたり返すことで、

とてもありがたいんだというような方がいらっし

ゃいます。今のお話を聞いていると、少ないから

ということなんですが、少なくてもニーズがある

というふうに私は思うんですけれども、それを例

えば図書館協議会などで、御意見を聞いたんでし

ょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 こちらにつきましては、協議

会のほうで話をさせていただきましたが、分室を

廃止するかどうかという結論までは話せませんの

で、過去に御相談はさせていただいたということ

はございました。 
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  それと、もう一つ、先ほど申し上げたとおり、

分室は廃止いたします。今度サービスポイントに

移行しますという御説明をさせていただきました。 

  サービスポイントというのは、もうちょっと具

体的に説明しますと、今までは図書館システムで

カードを持ってきて、本を借りたいとか、リクエ

ストをしたいとか、あるいはそこの分室にある図

書を借りたいとかというときに、ぴっとこう機械

的にやれば、それで図書館のほうから持ってくる

とか、あるいはそこのものを借りられるというや

り方でございました。 

  今回はその端末がなくなるということはあるん

ですが、それはこれからは１つは、図書館でリク

エストする。あるいは予約をする場合は、手で書

いていただいて、予約いただければ、仮にそこの

公民館に持ってきてくださいということであれば、

そこで受け取れます。あるいは返却もできますの

で、高齢者の方、あるいは親子連れの方がわざわ

ざ図書館まで行かなくても、本の貸し借りができ

るというのが１つあります。 

  それと、分室は図書館が管理している分でござ

います。サービスポイントになりますと、図書館

の管理にはなくなりますので、それをどう扱うか

というのは、これから検討してまいりますが、そ

の本の貸し借りはできます。ただ、そこにある本

を図書館の利用として貸し借りすることはできな

くなるんです。 

  例えば、分室によっては、非常に児童書が充実

していて子供たちの利用が多いとか、あるいは一

般書が多いとか、それぞれ特性がございます。そ

れに合わせて全て分室の本をなくすということで

はなくて、今後は公民館の備品として、現在ある

ものを置くところもカウントしたいと思いますし、

逆に利用がほとんどないというものについては、

図書館で引上げるということも検討してまいりた

いと考えてございます。ですので、基本的には今

までと本の貸し借りは変わらないということにな

ります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これが出てから今までそういうことを

したことがなかったので、少し使ってみました、

そういう形で。システムのパソコン上だとぴっぴ

ということで、これはどなたかが予約しているか

ら待ってくださいとか、すぐに分かるし、返すの

も楽になりますけれども、それがなくなると、少

し時差ができたりします。それを分室ではあるん

ですけれども、図書館の方がいるわけではなくて、

そのことをやるのは公民館の職員がなさっている

んですね。図書館が週に２回とか配本したり、返

したりということで置いてあるわけです。そうい

うことを考えると、とてもなくなって楽な部分も

あるかもしれないんですが、そういうシステムが

あることによって、公民館の方は機械的にできる

ということもあるんだと思うんです。 

  それで、その辺で先ほど200万とおっしゃった

と思うんですが、その200万円のお金を減らす、

なくなるために、この分室を減らすという、そう

いう意味合いがあるんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 そのようなことで行政の合理

化という視点ではもちろんございます。 

  それと先ほど来、申し上げているとおり、サー

ビスを低下しないまま、いわゆる経費を圧縮する

ということを基本的に考えているというところで

ございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 12月１日をもってということで、端末

の更改時期だということだったんですが、実際に

図書館の方だったりとか、あるいは今、指定管理

者あるいは業務委託している図書館の方々の意見
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はお聞きになっているんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 そちらはそういうふうに変わ

るよという方向に進んでいますという御相談はお

話はしておりますが、意見を聞いたというところ

は特にございませんでした。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど来、お話を聞いていると、あそ

こにある本はもともとは図書館の本ですね。図書

なので、それが公民館によって廃棄をしてそこに

置いておくなり、引き上げたりということなんで

すが、市民にとっては、どこかの公民館にはまだ

本があったよと、どこかに行ったらもう本が全然

なくて、本を読むところもないよみたいなことも

起きるような気がするんですけれども、そういう

ことでもし200万円のためだとすれば、混乱が起

きるということはないんでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 やはり、統一してということ

もひとつ検討はいたしました。ゼロか10かという

のを考えました。私、先ほどちょっと説明させて

いただきましたが、地域によっては全く動かない

本、あるいは児童書が非常に動く。 

  具体的に申し上げますと、西那須野地区なんか

は学校に隣接して公民館がございますので、学校

帰りの親をお待ちになるお子様とかが結構コミッ

クを読んでいたりとか、あるいは絵本を読んだり

とか、あるいはカーペットが敷いてある分室なん

かは、親子連れでカーペットの上で読み聞かせを

しているという様子が見られます。 

  そのような意味で、一律でなくしてしまうか、

残すかというよりは、その地域の方々の利用状況

に合わせて、公民館のほうで現実分かっています

ので、そのようなことを勘案してどういう本を残

していくかとかということを検討していくという

方向で進めたいと思っております。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 年間200万円程度の削減という話なん

ですけれども、これの内訳を伺う。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 まず現在、分室のためにかか

っている経費というのが、今申し上げた図書館の

システムの管理に、そちらが年間104万円ほどか

かっております。あと機械がございますので、端

末の保守管理、そちらが78万円、それと分室の整

理費用、実は図書館の職員が分室に行って、本を

そろえ直すとか、そのようなこともやってござい

ます。そのようなことで25万円なので足し込むと

207万円ということで計算してございます。 

  実はそのほか、先ほど申し上げたとおり、本の

やり取りは公民館でできますので、公民館の職員

が車で回って本を置いてきたり、戻ってきたもの

を預かるという経費が250万ほどかかっています。

トータルで450万強の予算の中で207万円が経費節

減できるというところで現在考えてございます。 

○齊藤委員長 そのほか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点がある委員の方、あるいは意見が

ある方はいらっしゃいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今、質疑でお聞きをしていたんですけ

れども、現実にやはり分館を利用している方の中

には、分館がなければ本が読めないような方もい

らっしゃいます。それから、那須塩原市狭いんで

したら、例えば歩いて行けるとか、自転車でとい

うのはあるんですが、障害を持っていらっしゃる

方とか、小さいお子さんを持っていらして運転で

きない方が公民館を利用しています。それから大
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山の地区でしたら、学童保育と隣に公民館があっ

たりするので、そのお子さんたちが公民館の図書

のところで本読みをしてお母さんたちを待ってい

るという現実もあります。黒磯と西那須野の違い

はともあれ、利用をしていらっしゃる方がいる中

で、やっぱり先ほどのお金400万ぐらい、せいぜ

い50万ぐらいのために、その12館か13館のほうの

分室をやめてしまうというのは、私は乱暴だとい

うふうに思います。そのくらいという言い方はと

てもいけない言い方かもしれないんですが、先ほ

ども学校教育課のお金はもう何千万とかそういう

お金トイレ１つに何とかというのを聞いていると、

この200万とか450万とかで子供たちや大人が本を

読むことができて、そして端末でやっぱりぴっぴ

とやると即返したことになるんですけれども、手

書きをするということの手間というのがどれほど

かというのを見ていると本当によく分かります。

なので、私はこういうものを何か聞いていると、

お金のためみたいな形なので、年末でやめてしま

うということについては、ちょっと早過ぎるので

はないかと思います。 

  それと、図書の関係している方にも聞いてみた

んですが、知っている人はいませんでした。だか

ら、どこに説明をしたのか分からないんですが、

え、本当になくなるのということを驚いていらっ

しゃる方もいました。ですから、もしかすると、

公民館の方の都合なのか、そのお金の都合なのか

分からないですが、市民不在なこれは条例改正か

なということで納得できません。そういう意見で

す。 

○齊藤委員長 ただいま山本委員から意見がありま

した。それについて何か御意見がある方いますで

しょうか。 

  今、山本委員が言ったところの１つのセリフな

んですけれども、ちょっと１回進行を中里副委員

長と代わります。 

○中里副委員長 進行代わります。 

  委員長。 

○齊藤委員長 今、山本委員が言ったところで、ち

ょっと質疑をしたいんですけれども、図書館分室

が全部なくなってしまうのか。あるいはまるっき

りなくなってしまうのは先ほど言ったとおり、公

民館で子供たちが集まっているスペースに本棚が

あるところなんですけれども、その残り方をもう

ちょっと教えてもらいたいなと思ったんですけれ

ども、よろしいですかね。 

○中里副委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 先ほども簡単にはお伝えした

のですが、利用状況、どういう本を例えば一般書、

郷土資料とかいろいろ統計を取っている中で、今

おっしゃった中に児童書とかコミックとかのイメ

ージだと思うのですが、そういうものが非常に動

きが大きいというところ、貸し借りがあるという

こと。それだけではなくて、そこの場に行って読

んで、また戻しておうちに帰るとかという児童生

徒の方もたくさんいらっしゃいます。 

  そういう状況を各館公民館長、以下担当の者も

ある程度通常から管理しておりますので、そうい

う中で、そういう利用が多いところについては、

そういうものを中心に備品として残すというよう

な考え方、あるいは、ほとんど市民の方がその場

所では借りないと。図書館の蔵書から借りるんだ

ということが多いところであれば、本を置いてな

くても、それは利用としてはサービスが低下しな

いだろうと判断すれば引き上げるというようなこ

とを、これから既にある程度検討は進めておりま

すが、各公民館と協議しながら12月１日を迎える

というところでございます。 

○中里副委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館長 今の話の続きなんです
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けれども、分館の蔵書の傾向を見ますと７割方が

児童書と漫画、雑誌類です。これは普通のほかの

図書館のところでいうと全く反対で、普通の図書

館というのは７割近くが一般書、残りの３割が児

童書という関係になります。いかに児童書、コミ

ック、漫画、絵本、それから紙芝居等が多いとい

うことが分かるかと思います。この中で今回、分

館が廃止という決定をいただきましたらば、確実

に決まっていることは、分館の置いてある図書の

貸し出し、つまり、館外に持ち出しする貸し出し

はもうシステムが入っていませんので、できませ

んよというのがまず１つ。 

  それと、サービスポイントは13館に置きますと

いうのが２つ目、これは決定です。じゃ、議論に

なっている残りの分館にある図書をどうするのと

いう話になりますけれども、これはこれから我々

と分館との話合いで決めるんですけれども、ただ

私のほうで一遍にそれを全部引き上げるというの

も、いかにもこれはちょっと市民にとっても影響

大き過ぎます。 

  課長が言ったように、ほとんどのお客さん、分

館を利用する方が親子連れとか子供という形を鑑

みますと、３割程度である一般書ですね、それは

もうちょっと古いので、それは引き上げざるを得

ないのかなと。利用の多いその児童関係、漫画本

については、各公民館の地域性もありますし、私

も前いた稲村公民館なんかは漫画なんか１個もな

かったんです。なので、西那須野公民館に比べる

と大分蔵書も少ないですし、こじんまりした感じ

なので、それぞれの公民館分室によって需要が違

いますので、その辺は今後各公民館長と図書館の

ほうで話合ってと思います。 

  いずれにしても全部を引き上げるというのは、

ちょっと市民にとってはさっき山本議員言ってい

ましたけれども、中で楽しみにしている人もいま

すので、その辺も顧みて今後進めていきたいなと

思っております。 

○中里副委員長 進行戻ります。 

○齊藤委員長 すみません。それでは、議員間討議

の意見のほう皆さんのほうで何かございますか。

大丈夫ですか。 

  討議すべき点がなければ、ここで議員間討議と

併せて質疑も終了したいと思いますが、異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 いろいろ説明をいただきました。 

  また、分からなかったことが分かったこともあ

るんですけれども、やはり公民館の中にある図書

館の分館というのは、一定程度ニーズが絶対にな

くなるものではないと思っています。それで、今

は図書館の蔵書という形で古いものでなっている

と、あるんですけれども、多分、今後それを廃棄

処分、つまり、図書館のものではないよという廃

棄をして、公民館の備品に移行するという形で残

すことは残すんだろうというふうに理解をしまし

た。であるならば、200万とか予算が５年間きち

んと取っていただいて、使っている方の意見を聞

いて、それからでも遅くないというふうに思いま

すので、私はこの分館を廃止するという条例改正

には賛成しかねます。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほか討論をお持ちの方いらっし

ゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  ただいま反対の討論がございましたので、挙手

により採決をいたします。 

  議案第88号 那須塩原市図書館条例の一部改正

についてを原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○齊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第88号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  それでは、続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会（第二分科会）に切り替え審査を

行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○粟野生涯学習課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 討議すべき点はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようでしたら、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで委員会の途中ですが、暫時休憩といたし

ます。２時15分過ぎくらいに再開いたします。 

 

休憩 午後 ２時０６分 

 

再開 午後 ２時１７分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切り替え、審査

を行います。 
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  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○粟野生涯学習課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 342ページの公民館のところ、その前

のページ、厚崎公民館のところから359ページの

塩原公民館のところに、それぞれ事業の利用状況

とか書いてあるんですが、ここにある図書の貸出

しの貸出冊数というのは、どういうふうにカウン

トしているのかをまず教えてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 分室のお話でしょうか。 

○山本委員 それぞれのところの。 

○齊藤委員長 図書の貸出しですか。 

○山本委員 そうです。貸出しのカウントの仕方と

いうんでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 すみませんでした。 

  それでは、こちらは公民館で先ほど申し上げま

したシステムを分室でぴっとやりまして、その貸

し出したやつをカウントしているということでご

ざいます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、そこにある本ではなくて那須

塩原市の図書館にある本をそこを経由してという

か、貸したものの数。そうすると339ページから

340ページの黒磯公民館、これのサービスポイン

トだというふうにおっしゃったんですが、この利

用のところには、図書の貸出しというのはないん

ですが、これはそういう意味では貸出ししていな

いということなんですか。 

○齊藤委員長 館長。 

○高根沢黒磯公民館館長 黒磯公民館でサービスポ

イントとして運用しておりまして、扱い的には、

黒磯図書館とか図書館から届いたものを中継して

貸し出しているので、カウント的には図書館の貸

出しカウントに含まれていて、黒磯公民館の蔵書

がゼロですし、黒磯図書館でのカウントとしてい

ます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると厚崎とか稲村だとかという

ところは、それぞれ貸し出しする、3,000とか

6,000とかと書いてあるんですが、これも那須塩

原市図書館の蔵書の中で貸したものの数だと思う

んですけれども、分館にあるものであれ黒磯図書

館にあるものであれ、黒磯図書館のサービスポイ

ントで受け取ったものは、入っていないというこ

とは、図書館から出てきたときにカウントしてい

るんですか。ちょっとよく分からないんですが。 

○齊藤委員長 館長。 

○高根沢黒磯公民館館長 図書館のほうで説明しま

すと、リクエストを利用者が図書館に出した場合、

どこで受け取るかというのを指示しておりますの

で、それを黒磯公民館で受け取りたいという指示

を出した場合、黒磯公民館に届きまして、それを

受け渡しだけをしておりますので、カウントは、

リクエストがあった図書館のカウントに含まれて

いるということになります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、分かりが悪くて。そうす

ると、ほかの図書館で受け取る人は、それぞれ本

を出すというか、リクエストがあったものを出す

ときにはカウントしないで、公民館でカウントし

ているということになるんですよね。 
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○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 ほかの公民館、今、分室でという

ところなんですが、そこは図書館のシステムがあ

るので、そこで貸出しとチェックすると、もうそ

れで貸し出ししたことになるので、図書館と二重

にはならない。二重になると、図書館で貸出しと

分館で貸出し、同じ本を二重に貸していることに

なっちゃうので、そのシステムがあるので、分室

でカウントしたか図書館でカウントしたかという

ところで、分室でカウントした分が、この公民館

の貸出しというところで数字は上がっているとい

うところでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、先ほど言った200万円かかる

というシステムは、あるところはそれで入れてい

くし、ない黒磯公民館は各図書館で、もう既に出

すときにカウントをして、合計は二重にはなって

いないという理解でよろしいんですね。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 そのとおりでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 分かりました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 市政報告書のほうなんですが、359ペ

ージ、10款教育費、５項２目公民館費になります。

自治公民館整備支援事業、190事業についてお伺

いいたします。 

  先ほど御説明の中で、自治公民館のそれぞれ補

助金ということでお話がありましたが、その審査

の内容はどのようになっているのか、御説明をお

願いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 こちらは、各自治公民館の管

理者に対しまして当初予算の策定の前の時期に、

自分の自治公民館の修繕を考えていますかという

アンケートをとらせていただいています。そのア

ンケートの結果、うちは直したいところがあるん

だというところは申請いただいて、それに基づい

て計上しているというところなんですが、例えば

新しいところですぐ塗装したいとか、そういうの

もいろいろございます。予算の範囲というものも

ございますので、その範囲の中で、全部というこ

とではなくて、取捨選択しながら毎年行っている

というところでございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 その選定をする委員は何名で、どのよ

うな方がされているのか、お伺いいたします。 

○齊藤委員長 係長。 

○興野生涯学習係長 各自治公民館から申請いただ

いた後の審査なんですけれども、私ども生涯学習

課の担当と、あと教育部に技師さんがいらっしゃ

いますので、そちらのほうの協力を得ながら、あ

とは当事者の自治公民館長さん立ち会いの下、現

場を確認しまして、所定のチェックシートという

ものを用意してございまして、それに基づきまし

て点数をつけていって、それで優先順位を出して

最終的に判断しております。 

〔「了解いたしました」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 市政報告書364ページ、黒磯文化

会館、3001についてでございますが、委託料とし

て指定管理者、文化振興公社へ9,000万円支出し

ているんですが、それらに加えて、文化振興公社

運営費として補助金を3,400万円支出しているん

ですけれども、それの理由というのは伺うことが

できますか。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 まず、委託料になります。こ
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ちらは9,019万8,747円、こちらにつきましては、

文化会館の維持管理あるいは事業をやるときの幕

の陰でタイムキープしたり電気をつけたり音響を

やったりという部分での事業の運営、施設の維持

管理とそういう事業の運営に係る経費というとこ

ろで支出してございます。 

  変わりまして365ページになりますか、文化振

興公社運営費というようなことでしょうかね、

3,200万円、こちらは施設というよりも文化振興

公社を運営するための経費ということで、そちら

は地区公社のほうに職員がございます。あるいは

公社を運営するための経費がございます。それの

ための補助金ということで、色としてはちょっと

違うものでございます。施設の維持管理経費が前

者、後者は文化振興公社という組織の運営のため

の経費だということでの、色が違う部分でござい

ます。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 委託のほうというのは、文化振興

公社の職員さんと言ったらいいですかね、職員さ

んが委託された管理というんですか、それをやっ

ているわけではなくて、また別のところに下請と

いうか、任せているというか。そういうふうなや

り方なんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 今申し上げたとおり、公社の

中に実は係が２つございまして、公社を運営する

ための係、総務的なところですね。そちらの職員

がおります。それと事業を一般の方がお借りした

ときの舞台回しとかあるいは自主事業、その事業

を展開する係がございます。前者、9,000万ほど

は事業を実施するための職員の経費あるいは先ほ

ど言った外注にも出すことがございます。照明係

とか音響とか、そういうところの経費が入ると、

そういうところが人件費の部分でいえばそういう

ことになります。一方3,400万のほうの補助金、

こちらは文化振興公社の総務、公社という組織の

総務になっている職員の人件費プラス保険料とか、

そういう公社のための経費が計上してあるという

ことで同じ振興公社の人件費についても２つに分

かれているという現況がございまして、支出の中

身を見ますと、総務部門のほうは補助金、事業の

ほうは委託料という形で、人件費だけを見れば整

理してございます。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 それぞれの人数って分かりますか。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 文化振興公社自体で総務的な係を

やっている職員、これは３人になります。それで、

指定管理として業務を請け負う側として働いてい

る職員が、正職員は５人、そのほかに嘱託が２人

という形で人数のほう所属しているような状況に

なっております。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 補助金の文化振興公社の運営費の

ことについて伺いたいんですけれども、３人とい

うことで、こちらはほかにも人件費の経費などあ

るのでしょうか。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 この文化振興公社運営費の補助金、

これにつきましては、先ほど言った３名の職員の

人件費と、それからこの公社という組織、これを

運営するために理事会とか評議員会、こういうも

のがあったり、あとは事務費的なところでこの補

助金というものが成り立っているということでご

ざいます。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 今、文化振興公社の役員名簿を見

させてもらっているんですけれども、小泉部長だ

ったりとか市の職員の方たちの評議員だったり理
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事いたりするんですけれども、そういった方たち

もこういう中から報酬をもらったりというのはあ

るんですか。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 市の職員が充たっているものにつ

いては一切出ておりません。 

○齊藤委員長 では、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時５９分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  そのほか質疑がある方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 同じような質問になってしまいます。

366ページのハーモニーホールの管理運営費、さ

らにはその下の整備事業費というのがあります。

ハーモニーホールについては、大田原市との共同

運営というかだと思いますが、その大田原市との

今回はこれ9,000万の決算でございますね。僕が

議員になりたての頃は、もっともっとあったよう

な気がして、その割合、大田原市との割合が多分

50対50ぐらいだったのかな、ちょっと正確ではご

ざいませんが、今６対４ぐらいになっていたと思

いますが、その割合と、当然ながらこの整備事業

費もそうですが、と、利用している方々、那須塩

原市民、大田原市民の利用者数の割合と、その運

営管理費などの割合が同じ割合なのかというのを

ちょっと確認させてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 相馬委員のおっしゃるとおり、

現在の管理運営及び事業費の負担割合は６対４で、

那須塩原市が４というのは間違いございません。 

  それと、利用者といいますか、そこを使用する

方の割合ということでございますが、そちらにつ

いては私どももちょっと把握していないというの

が正直なところでございます。分からないので調

べさせていただきたいと思いますが、現状として

はそういう内容のことで御了解いただければと思

います。 

○齊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 一度このことについて、どなたか一般

質問か何かしたかと思うんですが、そのときは、

那須塩原市民も利用者が非常に多いんだというお

話は、僕の勘違いでなければ聞いております。 

  そういった中で、当然、那須塩原市には黒磯文

化会館はじめ三島ホール、ハーモニーホール、ハ

ロープラザですね。３つあり、そしてこのハーモ

ニーホールがあります。本当にこの運営という意

味において、ハーモニーホールを今後もこの形で

継続していくのかどうかの考え方、基本的考え方

だけちょっとお教えください。 

○齊藤委員長 課長。 

○粟野生涯学習課長 こちらにつきましては、将来

検討ということになると思います。やはり非常に

大田原市さんともお話をするんですが、非常に特

殊というか形も変わっているということで、経費

もかかっているということ、それと、自主事業に

関していいましても、黒磯文化会館で1,000万程

度支出しているんですが、その４倍、4,000万近

く、違う、すみません、2,000万近く支出してい

ると、倍近く支出しているというところで、今後、

経年劣化してまいりますので、引き続き運営して

いくのか、あるいは、やはり経費の関係から、大

田原市さんもピアートホールとか黒羽にもありま

すし、文化会館もございますので、別にですね、

というところで、今後、検討課題の大きな一つで

あるとは認識はしてございます。 
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  今後、その件については、経費については現在

も協議してございますが、今後その在り方につい

ても継続して大田原市さんと共に協議してまいる

という考えは持ってございます。 

○相馬委員 結構です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 363ページ、図書館管理運営費の中の

真ん中以降のところに、図書館システム保守業務

というのと、下のほうに、使用料及び賃借料の中

の賃借料に、その中の使用料に図書館システムと

いうのが1,231万とか入っているんですが、これ

先ほど説明いただいた分館のシステムとはまた違

うものなのか、何なのか教えてください。 

○齊藤委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館長 これは、３図書館を結

ぶシステムと分室13とを結ぶ全部の貸し借りして

いるのを、この費用を一緒にしたものの費用です。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、これのシステムが今年終

了するので、今度はシステムの中身を変えて、分

館の部分を取り去ってというか外してやるという、

つまり、再来年度から減るということになるんで

すか。 

○齊藤委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館長 おっしゃるとおりでご

ざいます。13館分の保守料と端末機そのものを除

いた額という形になります。 

○山本委員 なるほど。了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 市政報告書の370ページになります。

５項６目博物館費になります。その中で、企画展

の状況があろうかと思うんですが、371ページに

かかっているんですが、この企画展の効果をどの

ように捉えているかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 館長。 

○松本那須野が原博物館長 企画展の効果なんです

けれども、まず人数的な部分につきましては、前

のページ、管理のほうのところに載っていたかと

思うんですが、管理といいますか、博物館管理運

営費の項目、一番最後のところに、観覧者数が載

っております。 

  それとあと、アンケートを取っておりまして、

満足、やや満足、やや不満、不満というような４

項目で丸をつけるような形でのアンケートと、あ

と自由意見を書くようなアンケートを取っている

んですが、満足とやや満足でほぼどの点について

も90％以上はクリアをしているというような状況

であります。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうしますと、私も度々拝見させてい

ただいて、すばらしいという企画をされているん

ですけれども、この中の例えば縄文クロスロー

ド・槻沢という部分で、開催期間が２月１日から

４月９日までのものなんですが、ほかの企画展か

ら見ますと大幅に人数が下がっていて、これは恐

らくコロナの影響もあるのかなと思うんですが、

そういった認識でよろしいんでしょうか。 

○齊藤委員長 館長。 

○松本那須野が原博物館長 時期的にどうしても冬

場は人数が下がるというような一般的なちょっと

傾向がある。そこにコロナの騒ぎということにな

りましたもので、二重にちょっとマイナスの要因

が出てきてこういう結果になったというふうに認

識しております。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかありますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入
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ります。討議すべき点、あるいは委員さんからの

意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  生涯学習課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時１０分 

 

再開 午後 ３時２６分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○齊藤委員長 ただいまからスポーツ振興課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  スポーツ振興課については、福祉教育常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会第二分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○小髙スポーツ振興課長 （議案第75号について説

明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  田村委員。 

○田村委員 先ほどありました13ページの指定避難

所における感染予防のためのスポーツ施設のトイ

レ改修、にしなすの運動公園の屋外トイレという

ことでしたが、再来年ですか、全国障害者スポー

ツ大会というものが開かれますけれども、このト

イレはそうしたバリアフリーに対応するような造

りにするのかどうかをお伺いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 今回、改修しますトイレ

につきましては、屋外のトイレということで、こ

れにつきましては、避難所における新型コロナウ

イルス感染症拡大防止対策ということで、今年度
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になりまして取りまとめたコロナウイルスの対策

がございます。その中で、37.5℃以上の発熱やせ

き等の症状がある人が自家用車で避難所に来た場

合には、指定施設の駐車場で車中待機をするとい

うことになっておりまして、西那須野地区につい

ては、にしなすの運動公園の駐車場がその車中待

機の場所となっております。そのため、今回の屋

外のトイレの改修については、その避難所車中待

機のための対応ということで考えております。 

  なお、にしなすの運動公園の体育館のトイレに

つきましては、来年度以降、スポーツ振興くじの

助成を使って、全国障害者スポーツ大会に向けて

トイレのほう改修を考えたいかなというふうに考

えております。 

  また、現在、屋外トイレの駐車場に近いほうに

つきましては、多目的トイレが１つ設置されてお

りますので、バリアフリーに対応しているという

ことで御説明させていただきます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 20ページのプールの屋根の改修、天井

の屋根を調査した結果、非常に危ないということ

で、今回5,600万というこれ、プールの屋根を、

この施設自体はどのくらいたっているのか、でき

てから、それが１点と、5,600万かけるというこ

とは、屋根全体をほぼ全体を修繕するという考え

でしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 にしなすの運動公園のプ

ールにつきましては、建築年月日が平成元年６月

というふうになっております。 

  それから、屋根全部をという話なんですが、実

際に今回改修をします支持部材については全部で

551か所ということになりまして、ほぼ屋根全体

を改修するというような形になります。 

○齊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この改修方法が最善だと理解してよろ

しいですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 このにしなすの運動公園

のプールにつきましては、構造が若干特殊な構造

になっておりまして、専門家に見ていただいた中

でこの改修方法しかないということで、今回増額

をお願いするものでございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 なければ、討議すべき点はございま

すか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会を決算審査特別委
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員会第二分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 それでは、認定第１号 令和元年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○小髙スポーツ振興課長 （認定第１号について説

明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 市政報告書379ページ、青木サッ

カー場管理運営費でございます。手数料のＪＦＡ

ロングパイル人工芝ピッチ購入料32万4,000円で

ありますが、これは令和元年度だけで済むもので

すか。それとも毎年この購入料は支払うものなの

か教えていただけますか。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 この購入料につきまして

は、2022年に栃木国体の女子サッカー会場になっ

ているための、そのための購入料ということで、

これにつきましては１回目の更新は３年、３年有

効ということになります。そのあと、また２年後

に、３年、２年、１年という形で更新をしていか

なくちゃならないということになりますが、今回

購入したということで2022年の国体には間に合う

というような形になっております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 最後の382ページの一番上の委託料に

ついてですが、学校開放施設管理指導業務、体育

館22校、夜間照明５校、428万8,821円とあるんで

すが、これは何を委託しているのか、どこに委託

しているのか教えてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 こちらの業務委託につき

ましては、まず、体育館の夜間開放であれば、利

用する団体の方が来る前に鍵を開けておいて利用

いただいて、最後に利用者が日誌を書きますので、

日誌を回収に行くという、で最後に鍵をかけると

いう作業を、これをシルバー人材センターのほう

に委託しております。 

  ナイター設備のほうについては、ナイターのほ

うの電源を入れておくというようなところで、終

わりましたならば日誌を回収するという作業を、

シルバー人材センターのほうに委託をしていると

いう形になります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そしてこれは、この業務全体をシルバ

ーに委託をしているということで、個人個人との

委託ではないってことですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 委託料のほうについては、

シルバー人材センターのほうに委託をしておりま

して、報償費、その上の報償費のほうで、学校開

放に係る管理指導にということで、任命をしてい

る方９人につきましては、報償費のほうでお支払

いをしている形になります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると実際に今のその鍵を開けた

り閉めたり日誌を回収する人は９人いて、その方

に171万9,990円をそれぞれ支払って、それをお願

いしますということをシルバー人材に頼んで428
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万8,800円払っているってことなんですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○向井スポーツ振興係長 報償費の学校開放の９人

につきましては、黒磯小学校、稲村小学校の夜間

照明、大原間小学校、黒磯南高校、三島小学校、

西小学校、三島中及び小学校、箒根中学校の９人

９校について、その９名の方に実施していただい

ている作業でありまして、それ以外の学校と体育

館の夜間照明についてはシルバーに委託をして実

施しておりますので、本年からは全部シルバーに

一括で委託というということでございますけれど

も、もともと報償できたものを徐々に切り替わっ

ていったという形。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうするとこういうふうな決算は今年

でおしまいということでいいんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 はい、そうです。こうい

う形で報償費と委託料に分かれた形の決算は、令

和元年度でおしまいという形になります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 その２つ前の380ページの、青木のホ

ースガーデンの管理運営費のことなんですけども、

運動公園などはほとんどが多分指定管理者を頼ん

で委託しているのに、ホースガーデンはそうでは

ない形の委託をしているんですね。その原因を教

えてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 ホースガーデンがオープ

ンになったのは、平成28年だったと思うんですが、

その時点で指定管理にすることではなくて、様子

を見ながらということで現在まで委託料という形

できているかと思います。なかなか馬ということ

で、生き物をということなので指定管理になじめ

るのかどうか、ちょっと様子を見て検討している

ということでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今、馬だからという、確かこれは始ま

った時に、そのうちは指定管理を考えているとい

うお話なさったことを覚えているんですけども、

馬を扱っているから難しいっていうのはどういう

んですか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○岡スポーツ振興課長補佐 馬という生き物という

ことで、初めての試みというところもございまし

て、その辺の細かい部分とかも検討しながらとい

うところで、まずは指定管理というよりは、業務

を委託という形で、こちらのほうから業務内容の

ほうを委託するような形で、内容を精査してから

というところでの始まりということで、始まった

と伺っているところではございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今、それがずっとそのまま続いている

という理解でよろしいですか。 

○齊藤委員長 ちょっと微妙ですね。今ここでする。

その他で聞いてもらえますか。決算には関係ない

と思うんで。 

  そのほかございますか。 

  討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議と併

せて質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  スポーツ振興課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時０５分 

 

再開 午後 ４時１４分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国体推進課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから国体推進課の審査に入

ります。担当課の皆様、お疲れさまです。 

  国体推進課につきましては、福祉教育常任委員

会、予算常任委員会に対する付託案件がございま

せんので、決算審査特別委員会（第二分科会）に

切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 それでは、認定第１号 令和元年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○増渕国体推進課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 市政報告書の376ページ、先ほど御説

明いただいた10款教育費、４項１目体育振興費の

委託料の部分になります。一期一会栃木国体馬術

競技会馬場の基本設計業務のほうと測量の部分、

こちらはどのような業者に選定しているのかお伺

いいたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○増渕国体推進課長 設計業務ですが、こちらにつ

いてはプロポーザルでやらせていただきまして、

業者につきましては、国体等これまでの実績のあ

る馬場、国体の馬術競技の状況を知っている事業

者として使用させていただきました。測量業務に

つきましては、こちらは通常の測量と同様ですの

で、市内の業者を対象に諮らせていただいて実施

しているものです。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明ありがとうございます。 

  それぞれ選定した業者以外に、ほかに何社かあ

ったのかをお伺いいたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○増渕国体推進課長 プロポーザル設計のほうは、

合計２社で競合しました。それから、測量のほう

は、指名のほうで６社指名しております。 

○益子委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

  ないようですので、議員間討議及び質疑を終了

したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないようですので、議員間討

議及び質疑を終了といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  国体推進課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時２５分 

 

再開 午後 ４時２７分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

  本日予定していた審査事項は、全て終了しまし

たので委員会を散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時２８分 
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福祉教育常任委員会及び決算審査特別委員会（第二分科会） 

 

令和２年９月１５日（火曜日）午前１０時開議 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 益 子 丈 弘  委 員 田 村 正 宏  

委 員 松 田 寛 人  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 髙 久 好 一  委 員 相 馬 義 一  

委 員 山 本 はるひ   

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 
兼 

福祉事務所長 
田  代  正  行   

社会福祉課長 
兼新型コロナ 
ウイルス感染
症 対 策 室 長 

押 久 保     昭   

社会福祉課長 
補 佐 兼 
社会福祉係長 

宇 賀 神  晶  子   地域共生係長 小  田  由 紀 子   

障害福祉係長 金  子  春  美   保 護 係 長 渡  辺  英  俊   

高齢福祉課長 臼  井  孝  行   
高齢福祉課長 
補 佐 兼 
高齢福祉係長 

高  久  浩  二   

介護管理係長 高 根 沢  め ぐ み   介護認定係長 吉  冨  真 樹 子   

地域支援係長 若 目 田  治  之   国保年金課長 松  村  儀  久   

国保年金課長
補 佐 兼 
管 理 係 長 

二 ノ 宮  直  美   国保年金係長 田  中  幸  子   

健康増進課長 
兼黒磯保健セ
ンター所長兼 
西那須野保健
センター所長 

江  連  宣  仁   
健康増進課長 
補 佐 兼 
健康増進係長 

倉  俣  久 美 子   

保健予防係長 小  髙  久  美   
健 康 増 進 係 
副 主 幹 

金  山  富 美 恵   

健 康 増 進 係 
副 主 幹 

佐  藤  明  美   
西那須野保健
センター所長
補 佐 

根  本  カ  ヨ   
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新 型 コ ロ ナ 
ウ イ ル ス 
感 染 症 対 策 
室 長 補 佐 

礒     将  央   

新 型 コ ロ ナ 
ウ イ ル ス 
感 染 症 対 策 
室 主 査 
（ 係 長 級 ） 

山  本  達  也 

 

出席議会事務局職員 

議 事 課 長 小 平 裕 二   議事調査係長 佐々木 玲男奈   

書 記 伊 藤 奨 理     

 

議事日程 

  １．開 議 

  ２．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔社会福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔高齢福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第７８号 令和２年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ４号 令和元年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔国保年金課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第７６号 令和２年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

    ・議案第７７号 令和２年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ２号 令和元年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ３号 令和元年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 
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   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第７６号 令和２年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ２号 令和元年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ３号 令和元年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔新型コロナウイルス感染症対策室〕 

    ・議案第８５号 那須塩原市新型コロナウイルス感染症患者等の人権の擁護に関する条例の制定につい 

            て 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  それでは、散会前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○齊藤委員長 これより保健福祉部の審査に入りま

す。 

  初めに、保健福祉部長から御挨拶をお願いいた

します。 

  部長。 

○田代保健福祉部長 （挨拶） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから社会福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまでございます。 

  社会福祉課につきましては、福祉教育常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第二分科会）に切り替え、審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○押久保社会福祉課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 新型コロナの支援ということで、先ほ

ど12ページの支援の話が出たんですが、全体的な

概要として生活保護世帯が増えているということ

なんだと思うんですが、概要を教えていただくと

助かります。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 概要ということなんですが、生活

保護の受給世帯の状況といたしましては、昨年度

以降、同じ水準でずっと推移をしております。１

月からの推移ですと、１月が732件、７月末の現

在で735世帯ということでほぼ同じ水準でござい

ます。 

  その前の年から比較しましても733世帯という

ことで、このところは増加傾向にはないという状

況にございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 生活保護まで行くのはそれほど変わっ

ていないということなんですが、家賃補助につい

ては急上昇しているということで、そこまで行か

ない間の審査件数とかそういうのは増えていない

んでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 相談申請件数につきましても、例

年と同じような推移になってございます。４月か

ら８月までの相談件数、昨年度と比較しますと令

和元年度が264件、令和２年度については259件と

いうことで、ほぼ同等となっております。 



－111－ 

  住居確保給付金に係る相談申請件数については、

要件緩和が公表された４月以降、急増しておりま

して、こちらは昨年度はほぼ相談としてはゼロと

いう状況から、８月末の現在で相談件数は97件、

住居確保給付金の申請件数は45件、延べ金額で

298万3,500円を支給しております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほか質疑はございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 11ページの生活保護事務費のほうの関

係でありますが、日常生活支援居住施設の施行と

いうことでありますが、この内容についてちょっ

と10月１日からやるということなんですが、お聞

きしたいんですが。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 こちらの日常生活支援居住施設に

ついてですが、こちらは住居がない方もしくは通

常のアパートでは単独での生活が困難な方もしく

はそういった方のうち救護施設、別の施設がある

んですが、そちらには入所ができない方、ちょう

どグレーゾーンに当たる方を入居させて日常生活

を支援するという施設になってございます。 

  県内には、今のところ事業所としては認定され

る予定がないもので、最寄りですと茨城県のほう

で申請中のものが１件あると伺っております。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 それに伴うシステムの改修ということ

なんですけれども、この辺のどういう形で改修を

するのか、ちょっとお伺いします。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 こちらシステム改修の内容としま

しては、基準生活費がこちらの施設に応じたもの

が新たに設定されますので、その計算式のシステ

ム挿入と、あと委託によって入所をさせるもので、

委託事務費の計算を併せてするような内容の改修

となっております。 

  あとさらに、統計データの報告が求められます

ので、統計データを抽出するためのプログラムの

改修が予定されております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切り替え、審査
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を行います。 

  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○押久保社会福祉課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 136ページ、総合支援事業で予算が増

えていると。介護すべき人が増えているというの

が要因だという説明がありました。その増えてい

る人の内容をもう少し詳しく聞かせてください。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 増加している障害者の数とい

うことなんですけれども、障害者手帳を受けてい

る方という点で言いますと身体障害者のほうは大

体横ばいなんですけれども、精神障害、それから

知的障害の方が増加傾向にあります。 

  あと、サービスを利用している方という視点で

見ますと、障害児のほうの利用のほうがより増加

が大きいという状況になっております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 今の説明ですと、全体的にそういう方

が増えているんだという精神障害とか知的障害の

人が増えていると。制度が変わったというふうに

捉えていいんでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 認定の制度が変わったという

ことではないと思うんですけれども、特に障害に

対する理解が進んで、さらに支援の制度というの

が年々充実してきたことによって認定を受けるこ

とによるメリットといいますか、そういったもの

が市民の中に広まってきているということで、障

害の認定を受ける方が増えてきたのかなというふ

うに捉えております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 65歳超えると障害者、介護保険に移る

というような話があるんですが、総合のほうに増

えているということなので、高齢者の占める割合

というのが分かれば教えてください。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 ちょっと今日きちんとした資

料は持ち合わせていないので、お答えすることが

できません。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 後で教えてください。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほか質疑はございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 同じ134ページの下から２段目の自殺

対策強化事業費ですけれども、こころの相談、こ

れは何人ぐらいの方が相談をされたのか、分かれ

ばお伺いします。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 令和元年度で、55人の方が延

べ相談を受けております。 

○齊藤委員長 田村委員。 

○田村委員 可能な範囲で、その相談の中身という

んですか、そういうのはお分かりになりますか。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 相談の内容については、こち

らの相談はカウンセラー、協会のほうから派遣し

ていただいていますカウンセラーさんに受けてい

ただいているんですけれども、一応内容について

は広く悩み事ということで受けているもので、詳

しい内容については相談員のほうで受け止めてい

るところなんですけれども、傾向としましては本
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当に家庭内のご相談といいますか、何を自分が悩

んでいるのかというのもちょっと整理できていな

いような人とかなんかが相談員が一緒に話を聞き

ながら、何が問題なのかといった方法で一つ一つ

片づけていくというようなことを相談員のほうで

答えているというもので、本当に幅広く心の悩み

から将来の相談とか幅広い内容で聞いているとい

うふうに伺っております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 同じく134ページになります。 

  生活困窮者自立支援事業費の160事業について

お伺いいたしますが、先ほどの説明の中で支援員

が増えているというような旨の御説明でしたが、

これはその対象の方が増えてきたというような認

識でよろしいんでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 こちら新規の相談件数といたしま

しては大体横ばいで推移しているところなんです

が、通常２名のペアで家庭訪問とかしてご相談受

けたり支援活動をするんですが、これまでの体制

ですと２名ずつのペアが一組しか取れないという

ことで機動力がどうしても足りないというところ

で、サービス内容を充実させるためにもう一名の

増員を図ったところです。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。 

  そうすると、より対象の方に支援の内容が充実

したというような、そのような認識でよろしいで

しょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 支援の内容は充実してきたと感じ

ているところです。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 175ページの生活保護事務費の関係で

ありますが、先ほどの説明の中で臨時職員１名増

ということで査察員と言っていたかと思うんです

けれども、その方の業務の内容をちょっと教えて

ください。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 査察指導員ですが、生活保護を直

接世帯の担当をする担当者、通常ケースワーカー

と呼んでおりますが、ケースワーカーの助言指導、

あとは大きな方針の決定であるとか係長相当の職

員が担うべき業務について、昨年度については臨

時職員として１名を従前、再任用で勤務していた

職員を引き続き採用して業務に当たったところで

す。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 いろいろな場所に償還金があります。

各種返してもらったお金だと思うんですが、まず

135ページの生活困窮者自立支援事業費の中で返

還された65万円というのは、どういう理由で返還

されているのか、教えてください。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 御質問のこちらの生活困窮者自立

支援事業の償還金の内容ですが、内訳といたしま

しては２点ございます。住居確保給付金の扶助費

が64万9,500円、もう一点が生活困窮者の自立支

援員の１名分の人件費の精算分で8,373円で、昨

年度においては住居確保給付金の支給実績があり

ませんでしたので、負担金として歳入で受けてい

たものをそのまま国のほうに返還するというもの

です。 

  人件費については精算によるものなので、交通

費の実費精算といったような内容になってござい

ます。 
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○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、実績を後から精算をして

返しているということでいいんですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 実績を報告して、その上で償還し

ているという内容でございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 次に、137ページの障害者福祉サービ

ス給付費の中でやはり1,177万円ほど返還してい

るんですが、これは同じような理由なんですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 同じように平成30年度の補助

金に関しましては概算請求ということで見込値で

頂いているものでして、年度が変わりまして実績

が出た段階で、正式にその差額分というのを精算

するという形になっております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 見込みということだったんですが、先

ほどの説明だと在宅のサービスとかダブルケアの

人たちが多いということは、2018年度のときにも

そういう説明がされていたと思うんですが、それ

を見込んで請求をしていたけれども、それほど増

えなかったということなんですか、これは。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 補助金の請求をしたときの見

込値ほどは増えなかったということになります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 次のページ、138ページの自立支援医

療費給付費の中にも2,132万円の償還金、つまり

返還したものがあるんですけれども、人工透析と

か心臓病とかの方が、やはりさほどいなかったと

いうことなんですね、ちょっと数が金額が多いの

で理解ができないんですけれども。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 実際の１年間の自立支援医療

給付費の額がおおむね１億6,000万円ということ

で、その中で精算ということで1,400万というこ

となんですけれども、大本の扶助費の額が大きな

中での誤差ということになりますので、若干額と

しては1,400万ということで大きいかとは思うん

ですけれども、全体の１割未満というところで、

ちょっと見込みがずれたのかなというところがあ

るかと思います。 

  それから、医療費に関しては、年によっては増

減があったりするということもありますし、特に

医療費が膨らむところの一人当たりの額が高いと

ころの人が増えたりすると、増減というのが出て

くるところもあるので、ちょっと見込みのほうが

難しいというところもございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、全体としてこういう、何

というんですか、予算を出すときには、決算でず

っと返しているものばかりを聞いたんですけれど

も、高めに請求をすることで、後で精算するとい

うことが当たり前というか、そういう形でやって

いるという理解をしてよろしいですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○押久保社会福祉課長 基本的にはそういうことに

なります。やはり国のほうに実績報告をする時期

等、実際に最後の最後まで扶助費のほうを給付し

なきゃいけないというふうなことがございます。

不足した場合の予算の措置はどうするのか、最悪

の場合は予備費を充てるというふうなことになっ

てくるかと思います。ですから、当然、我々とす

ると見込む場合、不足にならない、そういったこ

とに至らないようなことで、基本的な見込値を出

させていただいて、翌年の精算というふうなこと

になろうかと思います。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 分かりました。 
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  次に行きます。 

  同じ138ページの補装具給付費、先ほどオーダ

ーメイドの申請などで、高い義足とかということ

があったということだったんですが、この補装具

というのは上限はなく、こういうものが必要だと

いうものを申請してくれば、全て出していただけ

るということでよろしいんですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 補装具につきましては、基本

的には医者の意見書のほうをつけて、必要性とい

うものを添付して申請していただきまして、栃木

県のほうの判定機関のほうに判定依頼をして、認

められた場合に支給しているものになります。金

額につきましても、国のほうで基準がありまして、

それに基づいた額までの給付という形になってお

ります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、これは申請しても通らな

いとか減らされるということもあるということで

すか。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 審査が通らない場合には、却

下になることもあるかと思いますが、事例として

は、却下になったものは前年度はありませんでし

た。 

  ただ、その中身ですね、例えば義足の構造の中

身について不適切なものを、かぶっているものを

削除したりとか、そういうもので見積りを再度提

出してもらって、金額のほうが修正されたという

ことはあるかと思います。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、委員

間討議に入ります。 

  討議すべき点がある方、あるいは委員からの御

意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、委員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないもの認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  社会福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、高齢福祉課の審査に



－116－ 

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  高齢福祉課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○臼井高齢福祉課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。 

  10ページ、３款民生費の先ほど１項６目高齢者

福祉費の部分なんですが、地域医療介護総合確保

事業費、13001事業についてなんです。 

  先ほどの御説明の中で、介護職に未経験者の方

の参入を促進するという旨の御説明がありました

が、その中で、この10ページの項目で、介護入門

研修の講師謝礼とあるんですが、どのような方を

講師としたのかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 係長。 

○高根沢介護管理係長 御質問いただきました介護

入門事業の講師につきましては、那須塩原市の黒

磯保健センターのほうにございます那須地区在宅

医療介護連携支援センターに所属されております

医療介護連携のコーディネーターの２名を講師に

予定をしております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明ありがとうございます。 

  コーディネーターの方ということなんですが、

この教室は未経験者という方なんですが、何人ぐ

らいを想定されているのかお伺いいたします。受

講者の方です。 

○齊藤委員長 係長。 

○高根沢介護管理係長 予定では20名を募集する予

定でございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 20名ということなんですが、その募集

の周知方法など分かりましたら教えてください。 

○齊藤委員長 係長。 

○高根沢介護管理係長 周知方法につきましては、

那須塩原市の広報、ホームページ、みるメールな

どを使いまして募集を行います。 

  また、公共職業安定所やシルバーセンターなど

も経由して募集を行いたいと思っております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 同じところの関連で、介護入門研

修の期間なんですけれども、何日ぐらいで行う予

定なのか伺います。 

○齊藤委員長 係長。 

○高根沢介護管理係長 研修につきましては、合計

で21時間のカリキュラムがございまして、それを

７日間に分けて講座を開く予定でおります。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、委員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 
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○齊藤委員長 ないようですので、委員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７８号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第78号 令和２年度

那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いします。 

  課長。 

○臼井高齢福祉課長 （議案第78号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 28ページから29ページにかけてなんで

すが、この繰越金が3.8億と。基金積立金が2.2億、

一般会計繰出しが1.5億と、大体計算は合うんで

すが、こういうお金が余ったというのは、やっぱ

り介護保険の保険料を引き上げたという結果、こ

ういう金額ができたと理解していいでしょうか。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 繰越金が出たという件でござ

いますが、保険料を上げたという部分もあるんだ

とは思うんですけれども、結果的にサービスのほ

うを使う方が見込みより少なかったというものが

一番多いのかなということで分析をしているとこ

ろでございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、委員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 答弁があったんですが、先ほどの繰越

金と基金積立金、余れば当然積んでいくもの、こ

れから先に備えるということでは、処理はそれで

結構だと思うんですか、やっぱり、こういう状況

が生まれるというのは、利用者が少なかったとい

うことだけではなくて、やっぱり保険料見込みが、

利用する見込みが甘かったということになるんだ

と思います。隣の大田原市、非常に県で一番高い

と、そういう中で900円上げたと。那須塩原市も

300円上げたと。那須塩原市は、保険料、基金を

使えば上げなくて済んだ保険料を上げたのではな

いかという、私そういう意見を申し上げましたが、

やっぱりこれは保険料を高くし過ぎた結果だとい

うふうに私は捉えています。その辺はどのように

考えているんでしょうか。 

○齊藤委員長 ただいま髙久委員が申しました意見
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について、何か御意見がある委員の方、いらっし

ゃいますか。 

  益子委員。 

○益子委員 私は、説明いただいた中で、サービス

の利用が少なかったというお話もありましたが、

今後の社会情勢とかを見て、今後の段階のうちに、

早いうちにこれからの負担を増やさないという意

味も込めて健全に執行されているなと判断いたし

ますので、私は髙久委員とは意見は反対とすると

ころであります。 

○齊藤委員長 そのほか意見はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようであれば、質疑に一旦戻し

ます。 

  先ほどの聞きますか、一旦、やり取りはありま

したけれども。 

〔「お願いします」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 分かりました。 

  それでは、課長。 

○臼井高齢福祉課長 参考までに、今年度、令和２

年度におきましては、基金のほうを取り崩すよう

な予算措置のほうは一応行っております。 

  お分かりだと思いますけれども、介護保険計画、

３年で見ておりまして、最終年度には、今言った

ように取崩しのほうをある程度予定しております。 

  今後につきましては、現在、第８期の高齢者福

祉計画の策定の準備を進めております。そういっ

た中で次期計画におきましては、もちろん、そう

いう基金を含めた中での保険料設定というような

ことは、もちろん考えていきたいというふうに思

っております。 

○齊藤委員長 それでは、そのほか御意見ある方、

いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、委員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第78号 令和２年度那須塩原市介護保険特

別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第78号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切り替え審査を

行います。 

  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○臼井高齢福祉課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、昼食のため暫時
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休憩といたします。 

  午後１時、委員会を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  益子委員。 

○益子委員 市政報告書141ページになります。 

  ３款民生費、１項６目高齢者福祉費のところの

高齢者自立対策生活支援事業、20事業について伺

います。こちらの中に印刷製本費ということで各

種助成の部分でタクシー、理美容、紙おむつ券と

あるんですが、この印刷製本先はどのようなとこ

ろかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 印刷のどのようなところ

に頼んでいるのかという部分ですか。 

○益子委員 はい。 

○高久高齢福祉課長補佐 基本的には印刷のほうを

やっていただける会社のほうに製本を作っていた

だいている形ではあります。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 印刷をしていただけるところというの

は十分理解できるところなんですが、じゃ、どの

ようなところにプロポーザルになるとか、例えば

指名入札とか、そのような方向はあると思うんで

すが、そういったどのような経緯があるかも含め

てお伺いいたします。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 そうですね、印刷できる

業者のほうで市内の業者、各印刷製本等できる業

者のほうに入札という形で、印刷のほうをさせて

いただいております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 入札ということで御説明なんですが、

そうしますと、例えば何社ぐらいがその入札に参

加したのかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 今回は４社あったかと思

います。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 ４社ということで了解いたしました。 

  先ほど言ったように、例えばおむつ券ですとか、

タクシー券、理美容の方の券ということで、この

３つが一括なのか、それともそれぞれ別々に入札

されたのかをお伺いいたします。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 まとめて一括で印刷を頼

んでおります。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 142ページの敬老祝金、記念品につい

て説明をいただいたんですが、対象年齢を上げた

ために、比較しますと100万からの減額となった

という説明があったかと思います。この敬老会と

いいますか、敬老会については何歳から呼ばれる

とか、祝金がもらえるというのは以前から随分話

題になりまして、多分70歳から始まったというか、

今から、私、議員なり立ては70歳だったと思いま

す。毎年繰り下げるというんですか、繰り上げる

というんですか、あれですけれども、そうすると、

そこで同じ方が１年ずつ上がっていったために、

同じ方がある年齢の方は毎年祝金をもらえないと

いう状況があって、敬老会も呼ばれないという状

況があって、一旦77歳で止めたかと思います。そ

の辺について、先ほどの説明だと令和４年からは
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80歳になるという説明があったかと思います。こ

ういったいわゆる高齢者に対して、この施策自体、

今後どのように捉えていくんだか、そこだけお聞

きします。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 そうですね、ちょっと細

かい記録まであれなんですけれども、私の記憶で

平成26年の頃に、いろいろな自治会の関係者であ

ったり高齢の関係者の方でお話合いをしていただ

いた中で、その当時から少しずつ段階的に上がっ

てきたのかなという形で記憶しております。そう

いう中で、確かに３年ごとに１歳引き上がって、

80歳以降ということがその当時決まった流れだっ

たと思います。 

  そういう中で、御存じのとおり、高齢化率がか

なり上がってきておりまして、どうしても対象人

数も増えていっている状況があると、片方で敬老

の方にそういったお祝いを上げるというのはとて

も意義があることなんで、そういった形で進めて

いきたいんですが、財政的な部分とこちらバラン

スを見ながらという部分がどうしても出てくる場

所がありまして、そういった部分について、今ど

ういう形がよろしいのかという部分を中で、こち

ら執行部のほうで検討は今している状況です。 

○齊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今回は、決算がこういう形で元年度の

が出たわけでございますが、確かに予算の配分

等々もあるかと思います。しかし、例えば令和４

年80歳からになった場合、この祝金を頂くことが

できない方も多々出てくるかと思います。例えば

出たとしても、２回もらう人もいれば、もちろん

100歳までいれば20年間もらえる方もいます。そ

ういったことを考慮し、できる限りあまり延ばさ

ないでほしいというのが、そういうあれなんです

けれども、その辺は検討するということなので、

しっかりと検討していただきたい、そのように思

います。結構です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じ142ページの一番上の段のところ

なんですけれども、在宅福祉サービスの中に緊急

通報システムというのがあって、利用者348人、

延べ回数51件、金額867万2,603円というふうに表

の中にあるんですけれども、この緊急通報システ

ムのこのお金の払い方を、すみません、教えてく

ださい。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 こちらの利用者、緊急通

報システムをつけた方のところの１か月の料金、

１台当たりおおむね1,900円から2,000円程度がか

かっております。こちら、あと延べ回数で51件と

あったかと思うんですけれども、こちらは緊急通

報として正報、失礼しました、救急車を出動させ

るときの呼び方を正報と言っているんですけれど

も、その回数が51回となっております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この１人というか、１か

月2,000円として、これを１年間だと２万4,000円

ですか、そういうふうになるほかに、51件分は別

にお金を払うんですか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 その2,000円の中に含ま

れております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 このシステムを少し前にどうやったら

入れられるのかと聞かれたんですけれども、これ

はどこかに申入れをして、そして許可になったら

入れてもらえるということでよろしいんですか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 一応こちらは対象者の方、
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65歳以上の方でお独り暮らし、もしくは高齢者の

みの世帯という方が対象者となっておりまして、

市の窓口のほうにつけたいよという形であれば、

該当する方であればおおむねつけられるような形

になっております。 

  ただ、こちらの緊急通報システムをただつけて

コールセンターとお話をするだけじゃないんで、

ちょっとした見守り、見回り等を頼むようなこと

がある場合があるので、協力者という方をご近所

の方もしくは近隣の親族の方とか、そういった方

になっていただいて、そういったものがそろえば

おおむね貸出しという形になっております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは民生委員の方などが、例えば自

分の地域でそういう方がいるということで取り次

いだりをしているんですか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 民生委員さんの方にも取

り次いでいただいているような状況であります。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 市政報告書143ページの高齢者生

きがいと健康づくり支援費についてでございます。 

  陶芸活動用作業所解体工事についてでございま

すが、解体規模など内容について伺います。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 こちらは陶芸教室、陶芸

の教室があったんですけれども、建物３棟、細か

いものを全部入れると５棟になるんですけれども、

陶芸の教室棟で51㎡、あと宝石研磨室といったも

のがありまして、こちらが29㎡、釉薬室で８㎡、

乾燥室６㎡、あとトイレがありまして0.95㎡と、

計５棟の解体工事という形であります。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 144ページの老人保護措置費というや

つがあるんですけれども、私、この内容がよく分

からないので、どういう事業なのか教えてくださ

い。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 要保護老人の措置の事業と

いうことで、経済的または独り暮らしがなかなか

生活するのが困難な方の場合に、養護老人ホーム

というところに措置ができるということで、ある

程度、特別養護老人ホームではなくて、日常生活

がある程度できる方というので、収入条件が少な

ければ該当するという事業になっています。 

  もう一つが、緊急一時保護事業ということで、

うちのほうでは那須町と大田原にある養護老人ホ

ームに２件ですね、委託をしていまして、そこで

も虐待などで緊急的に一時離す場合には、そちら

のほうに措置という形で入所させるというような

事業になっております。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 ここに委託の入所者数なんかが入って

いるんですけれども、１人54万4,000円とか、一

番上だと４人で1,000万円強という形になってい

るんですけれども、この金額の開きというのはど

んな形で出ていますか。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 金額については、施設によ

っても若干異なるんですけれども、この中には盲

老人ホーム、目が見えない方というのが含まれて

いまして、大体１人当たり15万円から20万円かか

る、１か月ですね、かかるような計算になってお

ります。そこに歳入としまして、その方の収入に

応じて金額が決まっていまして、そちらが歳入と

いう形で見込んでいるようなものになっておりま

す。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 
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○眞壁委員 一番上が４人で1,000万円になってい

ますよね。中段に１人で54万円という形になって

いるんですけれども、これは日数的なものかなと

思ったんですけれども、確認なんです。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 そうですね、人数のほかに

もやっぱり月の途中で入ったりとか、そういった

日数の関係もありますので、１か月丸々ですると

それぐらいかかるということなんですけれども、

日数の関係で若干異なっております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 今と同じところで、この施設ごとの入

所者の枠とかというのはあるのでしょうか、お伺

いいたします。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 枠のほうは、その施設によ

ってありまして、全部は把握していないんですけ

れども、一応施設の枠がありまして、その枠に空

いていればそこに入所をお願いするということで、

養護老人ホームのほうは、そういった要望があっ

た場合にはなるべく近くがいいんですけれども、

ない場合には、遠いところですと埼玉の盲老人が

あるんですけれども、そちらまで延ばしながら見

つけているような状況でございます。 

○齊藤委員長 田村委員。 

○田村委員 ここでは計13名ということですけれど

も、これは充足率というのはどのぐらいの感じな

んだろうか、まだまだ枠があるという認識でいい

んですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 まだ枠はあります。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 141ページ、142ページにまたいで

おりますが、高齢者自立対策生活支援費について

でございます。 

  伺いたいのは、142ページの上段にございます

各種助成券給付状況の中のタクシー券のことにつ

いてでございますが、対象の人数と全体の概要に

ついて伺えればと思います。 

○齊藤委員長 係長。 

○高久高齢福祉課長補佐 対象の人数という形の部

分なんですけれども、基本的な70歳以上の高齢の

方で、お一人であったりとか、御家族等の外出支

援を受けられない、実質働いていて全然出られな

いよとか、そういった状況を確認させていただき

まして、対象となる方に交付を行っているもので、

全ての数字という部分ですと、ちょっと把握がで

きていない状況です。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、委員

間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの御意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、委員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 それでは、認定第４号 令和元年度

那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○臼井高齢福祉課長 （認定第４号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 保険給付費の問題です。435ページか

ら437ページにかけて給付の問題で、施設入所待

機者というのが現在というか、この時点でどのく

らいあったのか。 

○齊藤委員長 係長。 

○高根沢介護管理係長 令和２年５月末現在で特別

養護老人ホーム待機者につきましては234名とな

っております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 234名ですか。 

○齊藤委員長 そうです。 

  髙久委員。 

○髙久委員 決算の時点でということでよろしいん

でしょうか。 

○齊藤委員長 今のは５月で答えています。今年度

の５月で答えています。 

○髙久委員 ３月の時点で200人切ったよというこ

となんですが、その後、増えたのかなということ

だと思いますが、介護保険で一番大事な保険料は

取るけれども、入所待機者がこれだけの人数がい

るというのは、やはり保険給付がうまくいってい

ないということではないんでしょうか。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 給付がうまくいっていないの

かということでございますが、234名、確かに待

機者おりますが、そのうち何らかの形で、ショー

トステイとかそういった介護施設に入っている方

がおおむね140人か150人ぐらいは、何らかの形で

福祉施設に入ってございますので、結果、全く自

宅という方が70人から80人ということですので、

給付金が行き届いていないのかということについ

ては、ある程度はこういったことから行き届いて

いるのかなということで考えてございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 何からの形で給付は行われているとい

う話だと思うんですが、代替のサービスでという

形、それに代わるもののサービスでということな

のかと思いますが、そういう理解でよろしいでし

ょうか。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 御指摘のとおりでございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、本来受けられるサービス

が受けられていなくて、それに代わるものとして

の給付が行われているということですよね。 

○齊藤委員長 部長。 
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○田代保健福祉部長 そういう解釈でございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、やはり現在の第７期で、

８期に向けた計画も達せられているという先ほど

説明もありましたが、やはり６期のときに造るべ

き施設が造られていなかったと。計画、たしか６

期のときに２つの特養ホームの建設整備が予定さ

れていて、７期の最初に１つができたという状況

で、その後の一つの６期のときに建てられたもう

一つの施設というのは、今現在どうなっているん

でしょうか。 

○齊藤委員長 ちょっと待ってください。決算…… 

○髙久委員 です。 

○齊藤委員長 どうなっているのでしょうかという

ことだと、現在形になってしまうんですけれども、

大丈夫ですか。この令和元年度の時点での進捗で

よろしいですか。 

○髙久委員 もう１回。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、もう一つ造る計画だった

老健施設、これは結果的には断念したということ

でよろしいんでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○高根沢介護管理係長 今お話のありました件につ

きましては、第７期計画の特別養護老人ホーム50

床のことだとは思うんですけれども、今現在、ま

だ第７期の最終年度でございますので、あとは来

年度からの第８期計画策定に向けて、今、計画策

定中であります。そちらを合わせて施設整備のほ

うを進めているところではございますが、もちろ

ん今後の高齢者人口の増加や介護人材ですね、そ

ちらの確保も考えていかなければいけないという

こともございますので、待機者数を踏まえた上で

そちらを総合的に考えて検討していきたいと考え

ております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 第８期に向けて検討していきたいとい

うお話、ぜひしっかり計画を立てて造っていただ

きたいと思います。200人を超える待機者という

のは、やはり相当多いというふうに捉えています

ので、よろしく進めてください。 

○齊藤委員長 そのほかいらっしゃいますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 443ページの上段にございます在

宅医療介護連携推進事業についてでございます。

その中の報償金、多職種連携会議委員謝礼につい

てでございますが、平成30年度には29名で100万

3,000円の支出、令和元年度においては162万

3,400円ということで、60万円ぐらいアップして

いるんですけれども、これ人数が増えたという認

識でよろしいんでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 人数が今32名ということで、

その増によるものと考えます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 430ページ、３項１目介護認定審査会

費なんですが、介護認定審査会費ということで10

事業になります。こちらに報酬ということで、介

護認定審査会委員ということで53人と書いてござ

いますが、委員は何名いらっしゃるんでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○吉冨介護認定係長 介護認定の審査会の委員なん

ですけれども、50名おります。今回、53名と記載

させていただきましたのは、年度途中で辞任され

た委員さんが３名おりましたので、53名と記載さ

せていただきました。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 50名ということで、年度途中で３名は

辞任されたということなんですが、この50名が那
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須塩原市において、那須塩原市広いですから、そ

れぞれのエリアごとに分かれて選任されたような

形で活動されておられるのか、その点お伺いいた

します。 

○齊藤委員長 係長。 

○吉冨介護認定係長 この50名の委員さんの職種な

んですけれども、医師、歯科医師、ケアマネジャ

ー、理学療法士、作業療法士、看護師の皆さんが

委員になられております。 

  地区ごとということで、選定は正確にはしては

いないんですけれども、やはり職種によって西那

須地区、黒磯地区、塩原地区という形で、おおよ

その選定はしております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 おおよその選定はしているということ

なんですが、そうしますと、認定を受ける方のそ

れぞれの状態ですとか、そういうのも加味した上

で、適任の方が当たられるというような認識でよ

ろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○吉冨介護認定係長 はい、そのとおりでございま

す。 

○齊藤委員長 そのほかいらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点がある方、あるいは委員からの御

意見はございますか。 

  ないようですので…… 

  討議ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 先ほど言いました施設の入所待機者の

問題、これ早急に解決する必要があるというふう

に私思います。代わりのサービスが提供されても、

本来のサービスではないと、介護大変です、する

ほうも、されるほうも。ぜひここのところは早く

対応していただいて、代わりのサービスじゃなく

て、本来受けられるサービスが受けられるような

体制を早急につくるべきだと思います。 

○齊藤委員長 以上ですか。 

○髙久委員 はい。 

○齊藤委員長 ただいま髙久委員のほうから御意見

がありましたけれども、その意見に対する委員の

皆様のご意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないということで、それでは、髙久

委員の意見ということで、それに対する質疑は何

か求めるものはありますか。 

○髙久委員 先ほどお話があったので結構です。 

○齊藤委員長 分かりました。 

  それでは、そのほかに討議すべき点をお持ちの

方はいらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 座ったままでやります。 

○齊藤委員長 大丈夫です。 

○髙久委員 介護の問題、入所待機者が那須塩原市

多いということで、減ったりもしていますが、や

はり増えているということです。 

  コロナの問題もあって、大きな問題です。これ

からのお話も、第８期の問題もされましたが、そ

の都度、その都度解決していかないと、なかなか



－126－ 

こういう問題解決しないんだと思います。 

  基金もあるようですから、しっかり使っていた

だいて、対策をしっかりさせていただきたいと思

います。 

  本来の介護が受けられなくて亡くなるという方

が200人を超えると。相当増えてきます。そうい

う意味でも早く対応をお願いしたいと思います。 

  よって、この介護の特別会計の決算には反対い

たします。 

○齊藤委員長 そのほかに討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立による採決

を行います。 

  認定第４号 令和元年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定についてを原案のとおり

認定すべきものとすることに賛成する委員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○齊藤委員長 起立多数と認めます。 

  よって、認定第４号は原案のとおり認定すべき

ものと決しました。 

  高齢福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから国保年金課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  国保年金課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がございませんので、予算常任委

員会（第二分科会）に切替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 ただいま説明がありました。 

  ５ページの件なんですが、この中に個人番号の

予算が入っています。そういうことから、よそ道

に行っちゃいますので、取り下げます。 

○齊藤委員長 そのほか質疑ございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 個人番号出ましたが、個人番号が増え

ているとはいえ、３月の時点で１万ちょっとぐら

いだったと思うんですが、これでどのくらいの国

保加入者がカバーできるというふうに考えている

んでしょうか。 
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○齊藤委員長 もう一度言い直しますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今回の個人番号税制度に、国保に入れ

ていくということなんですが、市民の１万5,000

前後の人しかまだ登録していないという状況の中

で、どのぐらいこれができるものなのか見通しを

聞かせてください。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 マイナンバーの所有の方が、

はっきりとした数字は今持っていないんですけれ

ども、２万人ぐらいなのかなと。そのうち全部が

国保ではありませんので、確かに現状から言うと、

国保の方も恐らく１割から２割ぐらいしか持って

いないのかなということですので、オンライン始

める場合には、２割ぐらいではやはりどうなのか

なということがありますが、これが保険証という

ことになれば、取得する方は増えていくのかなと

いうことで考えてございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７６号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、議案第76号 令和２年

度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第76号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 財政調整基金の繰入れと戻しが報告さ

れました。現在の基金の残高というのは幾らにな

るのか聞かせてください。 

○齊藤委員長 補佐。 

○二ノ宮国保年金課長補佐 令和元年度末で22億

9,880万8,199円となっております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 国民健康保険特別会計の歳出の部分で

お伺いいたします。 

  １款総務費、１項１目一般管理費、この部分の

新規のオンライン資格確認などに伴うシステムの

改修の具体的な内容と効果をお伺いいたします。 

○齊藤委員長 補佐。 

○二ノ宮国保年金課長補佐 今回のオンライン資格
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確認システムの改修につきましては、国保連合会

という国民健康保険、県内で審査支払とかを委託

しているところがございまして、そちらのほうの

資料、報酬明細書とかの審査支払業務に係るもの、

あとは保険証の一斉更新に係るシステムのシステ

ム改修を行うものでございます。 

  それらにつきましては、各市町のほうに国のほ

うから補助金として交付されるものでございます

ので、そのように計上させていただいています。 

〔「効果について」と言う人あり〕 

○二ノ宮国保年金課長補佐 効果につきましては、

マイナンバーの個人をひもづけすることによりま

して、例えば国民健康保険で既に亡くなっている

方が国民健康保険で受診された場合でも、診療報

酬明細書を自動的に国保連合会のほうで、中央会

のほうになるんですが、振り分けて正しいほうに

請求されるというような効果がございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうしますと、そのオンライン化によ

り、我々一般市民は、より使いやすいものという

か、そういうような認識でよろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○二ノ宮国保年金課長補佐 はい、そのとおりでご

ざいます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今、オンラインの効果というのが報告

されました。このオンライン化されることで、例

えば今回のコロナ対策の給付金がマイナンバーを

使用することによって、今回は大変混乱したと、

かえって遅くなったと、手書きの申請よりも遅く

なったということ、このシステム自体が非常に脆

弱だというのが現状にあります。そういうところ

の先ほどの効果と併せて、マイナスの要素という

のはある程度解決されているのでしょうか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○二ノ宮国保年金課長補佐 今回のオンライン資格

確認につきましては、給付金を申請するとか、そ

ういったものではございませんので、特に今のと

ころマイナスの部分というのがあまり現れていな

いかなと思われます。 

  ちょっと個人情報の絡みがあるので、その点を

ちょっと中央会とか、そちらのほうで、国のほう

で繰り合わせるように検討されているところでご

ざいます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 情報漏えいの問題とか、そういったマ

イナスの部分は、強化される検討が行われている

という受け止めでよろしいのでしょうか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○二ノ宮国保年金課長補佐 その点につきましては、

国のほうで検討されています。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第76号 令和２年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第76号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７７号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、議案第77号 令和２年

度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第77号について説明）

それでは、議案第77号 令和２年度那須塩原市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

てご説明申し上げます。 

  議案書は、３ページです。 

  歳入歳出とも、以前、前と同様、補正予算執行

計画書に基づき説明させていただきます。 

  初めに、歳出予算から説明いたします。 

  補正予算執行計画書の26ページをお開きくださ

い。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金に

つきましては、令和元年度末までに調停になった

保険料で今年５月までに納付された額を過年度分

として広域連合に納めるもので、548万4,000円の

計上となります。 

  次に、４款２項１目他会計繰出金につきまして

は、一般会計の歳入でご説明いたしました令和元

年度の事務費等の精算に伴う一般会計への戻入れ

で、372万1,000円を計上しております。 

  続きまして、歳出予算について説明いたします。 

  25ページをご覧ください。 

  ３款１項１目繰越金につきましては、令和元年

度の決算に伴う確定した繰越金でございます。歳

入歳出決算により差引額の902万5,000円を計上い

たしました。 

  以上、令和２年度那須塩原市後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）についての説明となり

ます。ご審議の上、原案どおり決定くださいます

ようお願いいたします。 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第77号 令和２年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第77号については原案のとおり可
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決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切り替え審査を

行います。 

  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今度は決算のほうで、税番号制度の、

23ページ、24ページですか、でありました。 

  今回の給付金で、４月以降だね、これは。取り

下げます。 

○齊藤委員長 そのほか質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、認定第２号 令和元年

度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （認定第２号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 389ページから給付の問題があります。

その国保の給付についての質問です。 

  本市の給付で、資格証とか短期証で給付が制限

または、制限されている、資格証とか短期証にな

っている人の数字を教えてください。 

○齊藤委員長 係長。 

○田中国保年金係長 那須塩原市のほうで、国民健

康保険、短期の保険証、資格証明書の保険証、交

付件数。ただいま公表されている数字でいいます
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と、令和元年６月１日現在のものでいいますと、

那須塩原市、短期が1,137、資格証明書が267でご

ざいます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 私が議員になったころに比べると、さ

すがに減っているという感じです。 

  皆さんも御存じのとおり、この資格証の発行、

短期証の発行で、資格証の発行は栃木県は全国２

番目の高さということです。那須塩原市が何％ぐ

らいになっているか、計算出ているでしょうか。

資格証のほうだけで結構です。 

○齊藤委員長 係長。 

○田中国保年金係長 先ほどの短期証1,137は6.4％、

資格証は267件で1.5％でございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 全国平均が、これ両方とも1.0でよろ

しいんでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 すみません、手持ちに今、資

料ございません。申し訳ないです。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 今までですと、那須塩原市は2.7とか、

全国平均に比べると2.7倍とか、多いときは３を

超えていたと、３倍を超えていたというような状

況がある中で、現在どうなのかということで聞き

ました。 

○齊藤委員長 どうぞ、続けて。 

○髙久委員 そういう中で、那須塩原市、この資格

証を発行しないようにするというようなことを、

私ずっとそういうのを議員になってからそういう

ふうになればという思いでこういった質問を繰り

返してきたんですが、那須塩原市でこれをなくし

ていくというような計画は、計画はだとこれから

だね。に対しての考えを聞かせてください。これ

をなくす考え。 

○齊藤委員長 部長 

○田代保健福祉部長 資格者証と短期証をなくす考

えはあるのかということでございますが、結論か

ら申し上げますと、ございません。 

  というのは、理由につきましては、やはり税金

のほうを納めている方と納めていない方につきま

して、納めている方は当然保険証が出るというこ

とでございますが、やはり納めていただかない、

資力があるのに納めていただけない方については、

やはり通常の保険証は公平性の点から考えますと

おかしいということですので、こういったなくす

考えというのはございません。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 国民健康保険は、たしか９条で国民健

康保険は社会保障と、そういう位置づけがされて

いると思います。 

  全国の３分の１以上の自治体は、既に資格証の

発行をするのをやめています。私たちが行った視

察先でも、市長の考え一つでなくすことができる

という答えも出ています。 

  そういう中で、公平性の問題からやはりできな

いという、そういう考え方だということで捉えて

よろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 そのとおりでございます。や

はり、資力があるのにも関わらず、サービス、滞

納をしてサービスを受けるというのは、やはり何

回も言っているように公平性の点から明らかにお

かしいということですので、那須塩原市において

はそういった考えはないということでございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 市政報告書401ページの出産給付

費について伺います。 

  令和元年度の給付件数は何件程度あったのか伺
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います。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 件数は79件でございます。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点のある方、あるいは委員からの意

見はございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 先ほどと同じような内容になるかと思

いますが、那須塩原市国民健康保険、社会保障と

いう立場から、健康保険法の立場から、資格証は

なくしていくべきだと。 

  私、議員になってから16年目に入りましたが、

短期証にとどめて資格証はできるだけ発行を控え

ているという答弁をずっと今までもらってきまし

た。そういう中で、栃木県那須塩原の資格証の発

行というのは、県でいうとやっぱり全国２番目に

多いと、これはなくしていくべきだと思いますが、

皆さんの考えも聞かせていただきたいと思います。 

○齊藤委員長 ただいま、髙久委員からの意見があ

りました。皆様の御意見をお聞かせいただきたい

と思います。 

  益子委員。 

○益子委員 髙久委員のほうの、みんな公平に守り

たいという御趣旨かとは思うんですが、先ほどの

部長のほうからのお答えの中にもありましたとお

り、納税されている方、また未納の方ということ

で、資力がある場合、公平性に関しておかしいと

いうようなお話もございましたし、那須塩原市は

広い意味で手厚く皆さんそれぞれの立場に応じて、

支払いの分もあるんですが、そういった観点から

もしっかり寄り添う形でされていると思いますの

で、髙久委員のおっしゃる部分の一部は理解でき

るところでございますが、そういった観点からも、

私は髙久委員とは反対の意見でございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 健康と命を守るという立場から、やっ

ぱり、資格証はなくしていくべきと、全国で２番

目という栃木県の不名誉な地位、そしてそういう

中でも那須塩原市、決して低いほうではありませ

ん。 

  ただ、国民健康保険の収納でいけば、毎年収納

率は上がっています。財政調整基金も先ほどの出

し入れで令和２年度は20億を超える財政調整基金

があったというふうに記憶しています。そういう

状況で、市民の健康、命を守るという立場から、

これからコロナ対策で不透明な部分もありますが、

やっぱり国民健康保険は市民の命と健康を守る大

事な皆保険です。これをしっかり守っていく、崩

壊させないという、そういうための立場からも、

資格証の発行はやめるべきだと。全国の３分の１

以上の自治体の先進的な事例に学ぶべきだと思い

ます。 

  以上の観点から、那須塩原市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算認定については認めることはで

きません。 

○齊藤委員長 そのほか討論ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立により採決

をいたします。 

  認定第２号 令和元年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定についてを、原案の

とおり認定すべきものとすることに賛成する委員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○齊藤委員長 起立多数と認めます。 

  よって、認定第２号は原案のとおり認定すべき

ものと決しました。 

  質疑の途中ですが、ここで15分間の休憩を取り

ます。 

 

休憩 午後 ３時１１分 

 

再開 午後 ３時２６分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 それでは、認定第３号 令和元年度

那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （認定第３号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第３号 令和元年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については、原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第３号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  国保年金課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時３０分 

 

再開 午後 ３時３４分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎健康増進課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、健康増進課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  健康増進課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○江連健康増進課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  田村委員。 

○田村委員 今、御説明のありました12ページのイ

ンフルエンザ予防接種費用助成の対象者８万

3,700人というのは、対象者全員という理解でい

いんでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○江連健康増進課長 生後６か月から64歳までの市

民の人数となってございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 12ページ、新型コロナウイルス感

染症対策費、健康増進課の新規、交付金の新規、

新型コロナウイルス感染症対策医療従事者応援給

付金についてなんですが、給付を受ける方の対象

人数を伺いたいと思います。 

○齊藤委員長 課長。 

○江連健康増進課長 詳細な人数は、今後、補正予

算が決定しましたらば調査したいと考えていると

ころでございます。あくまでも、対象者につきま

しては感染症の治療に当たりました医療従事者等

ところで現在、予定してございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第７６号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、議案第76号 令和２年

度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○江連健康増進課長 （議案第76号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第76号 令和２年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第76号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切り替え、審査

を行います。 

  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○江連健康増進課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 市政報告書180ページ、健康セン

ター整備事業費について伺います。 

  防水改修工事、こちらの工事の規模など内容に

ついて伺います。 

○齊藤委員長 江連課長。 

○江連健康増進課長 規模という御質問だと思いま

す。 

  こちら、黒磯保健センター、昭和54年にできた

ものでございます。今回の工事の概要でございま

すが、屋上防水工事というところで、詳細につき

ましては、屋上防水、シートの防水ですね、こち

らと、既設フェンス、屋上にありますブロックの

撤去、そうしまして、フェンスの新設、あとは外

壁の撥水塗装というところで、決算額合わせて

2,400万というところでございます。 

○齊藤委員長 オーケー。 

○中里副委員長 はい、大丈夫です。以上でありま

す。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 討議すべき点はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、認定２号 令和元年度

那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  江連課長。 

○江連健康増進課長 （認定第２号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第２号 令和元年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については原案のと

おり認定すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第２号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、認定３号 令和元年度

那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  江連課長。 

○江連健康増進課長 （認定第３号について説明） 
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○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  田村委員。 

○田村委員 特定健康診査の後期高齢者4,154人で

しょうか。これは対象者は何人なんでしょうか。 

○齊藤委員長 江連課長。 

○江連健康増進課長 １万4,603名でございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第３号 令和元年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については原案の

とおり認定すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第３号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  健康増進課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時０９分 

 

再開 午後 ４時１４分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎新型コロナウイルス感染症対策

室の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、新型コロナウイルス

感染症対策室の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６８号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第85号 那須塩原市

新型コロナウイルス感染症患者等の人権の擁護に

関する条例の制定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  押久保課長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 （議案第85号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。 

  先ほどの２条の⑶イとエの部分に関連してなん

ですが、こちらの事業所とか学校で通勤・通学し

ている方とあったんですが、その場合、市外の方

なども対象になるかと思うんですが、その際の例

えば居住の自治体との連携はどのようにされるの

かお伺いいたします。 

○齊藤委員長 田代部長。 

○田代保健福祉部長兼福祉事務所長 市外の方も対
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象ということなんですが、一応、２条の第３号で

対象にしていますのは、市外の方であっても対象

にしているのは、市外から市内に通勤して勤務し

ている方とか、あと通学している方、そういった

方に限っているということでございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。 

  そうすると、例えば、市外の方でも市内に通

勤・通学されている方限定というような認識でよ

ろしいですか。 

○齊藤委員長 押久保課長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 基本的に、那須塩原市の条例というこ

とで、市内にお勤めの方、市内の学校に通われて

いる方、ほぼいらっしゃらないとは思われますが、

保育園もそうですが、あくまでもそういった方に

対する誹謗中傷をというふうなことで今回の条例

のほうは規定しておりますので、あくまでも市外

の方であったとしても、市内の施設に、様々な施

設に通われて、何らかしらの誹謗中傷、差別的な

扱い、そういったものを受けたものに関して、

我々のほうで対応するというようなことで、今回

の条例のほうは考えております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 ありがとうございます。その点は認識

いたしました。 

  もう１点なんですが、４条にある感染症に関す

る情報の収集、整理・調査は、具体的にどのよう

なものを想定されているのかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 押久保課長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 基本的に、我々、医学的知識、さほど

そんなに持ち合わせておりません。ですから、国

ですとか、あとは、当然のことながら、郡市医師

会さん、そちらのほうとも様々な情報をいただき

まして、それに基づく正しい知識を普及啓発させ

ていただいた上で、正しい知識を持つことによっ

てそういった誹謗中傷、差別、人権侵害、そうい

ったものを防げることができるのではないかとい

うようなことで考えてございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 了解いたしました。 

  そうしますと、具体的には、専門的知見とか知

識をお持ちの方とその都度協議して、何か問題が

できたときには、その都度都度最適なものを貸与

されていくというような認識でよろしいですか。 

○齊藤委員長 押久保室長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 委員おっしゃるとおりになろうかと思

います。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほか質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 第７条の最後のところなんですけれど

も、もしこの条例、公布の日から施行するという

ことになっていますので、相談を受ける窓口の設

置についてはどのように考えているか教えてくだ

さい。 

○齊藤委員長 押久保室長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 こちらにつきましては、今現在、こち

ら条例のほうは施行されてございませんが、今現

在、対策室のほうで、当然のことながら、コロナ

に関するものに関して相談を受けております。で

すから、大変申し訳ないといいますか、恐縮なん

ですが、後づけのような形にはなるんですが、あ

くまでも新型コロナウイルス感染症に関しての窓

口と、そういった相談事ですね、そういったもの

の窓口というのが、こちら新型コロナウイルス感

染症対策室と改めて明記させていただいたという
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ような形になります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、今、この庁舎の１

階に多分窓口があったと思うんですけれども、電

話でしたら市内どこからでも通じると思うんです

が、中には、直接話をしたいというような方がい

らっしゃるかもしれないと思います。その場合も

この庁舎の１階のみで行おうというふうに考えて

いるのかどうか教えてください。 

○齊藤委員長 押久保室長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 委員御指摘のとおり、やはり人目を基

本的に考えないといけないかなというふうには思

っております。その辺は今後ちょっと庁舎管理担

当のほうともお話をさせていただければなという

ふうに思います。ありがとうございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 １つ、言葉の解釈について伺いた

いと思います。 

  第４条に市の責務とございます。この市の責務

の市とは、何を指すのか伺えますか。 

○齊藤委員長 押久保室長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 こちらの市には、市執行部、それから

皆様、今回いらっしゃいますが、市議会、こちら

のほうも含めた形での扱いということになります。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 なければ、討議すべき点はございま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第85号 那須塩原市新型コロナウイルス感

染症患者等の人権の擁護に関する条例の制定につ

いては原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第85号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、福祉教育常任委員会を予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  押久保室長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  益子委員。 

○益子委員 先ほどの執行計画書の部分なんですが、

今、御説明いただいた12ページになります。新型

コロナウイルス感染症対策費の対策室部分で、消

耗品の部分で、先ほど、マスクが４万枚購入予定

とあったんですが、購入した後のどのような使い

方というか、配付先とか、分かりましたら詳しい

内容をお伺いいたします。 

○齊藤委員長 押久保室長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 こちらの衛生用マスクですが、４万枚。

市内の例えば介護施設であったり、障害者福祉施

設であったり、あと場合によっては、乳幼児をお

預かりする幼稚園ですとか、保育園ですとか、そ

ういった関係に配ることを、今のところは想定し

てございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。 

  そうしますと、いわゆる感染した場合のリスク

の備えということで、それぞれ高齢者だったりと

か、乳幼児の方であったりとか、いわゆる弱者の

方に事前にお配りして、備えとして使っていただ

いて、来るべきときにはそれを使ってもらうとい

うようなお考えでよろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 押久保室長。 

○押久保社会福祉課長兼新型コロナウイルス感染症

対策室長 委員おっしゃるとおりになろうかと思

います。 

○益子委員 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討議すべき点は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  新型コロナウイルス感染症対策室所管の審査事

項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時３２分 

 

再開 午後 ４時３６分 

 

○齊藤委員長 委員会を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○齊藤委員長 本日予定していた審査事項は全て終

了しましたので、委員会を散会といたします。 
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  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時３７分 
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福祉教育常任委員会・予算常任委員会（第二分科会） 

及び決算審査特別委員会（第二分科会） 

 

令和２年９月１６日（水曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 益 子 丈 弘  委 員 田 村 正 宏  

委 員 松 田 寛 人  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 髙 久 好 一  委 員 相 馬 義 一  

委 員 山 本 はるひ    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

子 ど も 未 来 
部 長 

後  藤     修   
子 育 て 支 援 
課 長 

織  田  智  富   

子 ど も 福 祉 
係 長 

染  谷  未  央   給 付 係 長 小  野  志  保   

子ども・子育 
て 総 合 
センター所長 
（ 任 期 付 ） 

菊  池  紀  男   保 育 課 長 福  田  博  昭   

保育課長補佐 
兼 企 画 係 長 

渋  井  尚  子   管 理 係 長 平  田  篤  史   

管 理 係 
副 主 幹 

安  藤  弘  美   給 付 係 長 長  岡  栄  治   

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 書 記 伊  藤  奨  理     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 
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   〔子育て支援課〕 

    ・議案第８４号 那須塩原市子ども・子育て夢基金条例の制定について 

    ・議案第９１号 那須塩原市子ども未来基金条例の廃止について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１０時 

 

◎開会及び開議の宣告 

○齊藤委員長 皆さんおはようございます。 

  散会前に引き続き委員会を再開いたします。 

  これより子ども未来部の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○齊藤委員長 初めに、子ども未来部長から御挨拶

をお願いいたします。 

  部長。 

○後藤子ども未来部長 （挨拶） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、子育て支援課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８４号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第84号 那須塩原市

子ども・子育て夢基金条例の制定についてを議題

といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○織田子育て支援課長 （議案第84号について説

明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  益子委員。 

○益子委員 一つお伺いしたいのですが、先ほどの

課長の御説明の中で、市内のほうの事業者などか

らも寄附金をお願いするというようなお話があり

ましたが、どのような体制で受入れをするのか、

その点だけお伺いいたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 今現在、ふるさと納税と言

いますかふるさと寄附金において、市のほうも寄

附金が集まっております。今のところ、毎月100

万円近く集まっているような状況、要するに子育

て支援のためにということで、多くの賛同される

方がいらっしゃるということで、こういった寄附

金の受皿として当然資金を使っていきたい。そし

て、将来にわたっては、市内の事業所さんなんか

にも子育て支援、こちらの応援をしていただきた

い、そんなふうに今イメージしております。 

○齊藤委員長 了解いたしました。 

  そのほかございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 資金の使い方で、ソフト事業というこ

とでありましたけれども、具体的に何か考えてい

るものがあればお伺いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 具体的には今現在も内部で

検討しているところでございますが、今考えてい

るものにつきましては、例えば地域と共にという

こと、これは考えておりますので、自治会などで

取り組んでいる子供の居場所づくりとか、あとは

子供の見守り、または昨今の貧困対策として子ど

も食堂、こういったものへの支援等を考えていき

たいというふうに思っております。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 
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○眞壁委員 基本的にはソフト事業という形ですね。

どちらかというと。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 そのとおりでございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議と併

せて質疑も終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第84号 那須塩原市子ども・子育て夢基金

条例の制定については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第84号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９１号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、議案第91号 那須塩原

市子ども未来基金条例の廃止についてを議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○織田子育て支援課長 （議案第91号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了して

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第91号 那須塩原市子ども未来基金条例の

廃止については、原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第91号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を
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予算常任委員会（第二分科会）に切り替え審査を

行います。 

  それでは、議案第75号 令和２年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○織田子育て支援課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  益子委員。 

○益子委員 先ほど御説明いただいた12ページの分

をお伺いしたいのですが、新型コロナウイルス感

染症対策子育て支援課分、4006事業についてお伺

いいたします。 

  新規ということで、感染者発生時子育て相談セ

ンターの消毒とあるのですが、具体的にもうちょ

っと詳しくお聞かせいただけますか。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 こちらにつきましては、子

育て相談センター、こちらは黒磯のいきいきふれ

あいセンターの中にある施設となります。こちら

については日々子育ての相談事業を行っているわ

けなのですが、特にその中の一つの施設として、

なかよしひろばというところがございます。こち

らについては、利用者、乳幼児の方、また保護者、

不特定多数の方が出入りをいたしますので、万が

一発生があった場合に、こちらについて直ちに消

毒作業を行うということで、具体的に34万5,400

円、ここの分の消毒体制を整えるということでご

ざいます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきましてありがとうござ

います。 

  万が一の備えのためということで、35万5,000

円を使いたいということで、その万が一の場合の

発生時についてちょっとお伺いしたいのですが、

その際は、業者がその都度にやるものなのか。そ

の点をちょっとお願いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 こちらについては、委託料

として業者のほうに消毒作業をお願いするという

ことですので、先ほど申し上げましたなかよしひ

ろば内で利用者等を含めて、職員もですけれども、

こちらで発生があった場合には直ちに消毒作業に

移るような、その体制を整えるということでござ

います。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 繰り返しになって恐縮なのですが、そ

うすると、例えば１回で収まるか２回で収まるか

場合によるかと思うのですが、その発生都度都度

に業者が来て、迅速に被害を拡大させないような、

そういうようなイメージでよろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 発生の際の消毒作業でござ

いますので、当然専門の業者に委託をいたします

ので、そのとおりになるかと思っております。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 たびたびすみません。 

  では、もう１点お伺いしたいのですが、その事

業者で対応するということなのですが、具体的に

何回分とか想定する回数などはあるのでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 今回34万6,000円を計上さ

せていただいております。まずは、１回発生があ

った場合に直ちに体制を整えるということで、１

回分を計上させていただいております。 

○益子委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 



－148－ 

○中里副委員長 同じところの関連で、子育てコミ

ュニティ広場用遊具殺菌保管庫というところで、

具体的にどういったものか。あとは個数などを教

えていただければと思います。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 こちらにつきましては、昨

年の８月10日に開設をいたしました商業施設ビッ

グの中にあります子育てコミュニティ広場におい

て、いろいろな遊具、玩具を取りそろえておりま

す。こちらの遊具等につきましても、当然不特定

多数の乳幼児の方がお使いになりますので、その

都度今在中している保育士、コンシェルジュとい

いますけれども、そちらが消毒作業に当たってお

ります。そういったものを保管をする、出し入れ

をする保管庫、こちらが必要であろうと、１つ購

入をしたいということで計上させていただいてお

ります。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 よくお医者様のところに置いてあ

る紫外線を当てるような機械とかそういうもので

はなくて、ただの保管庫という考え方でよろしい

のですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○染谷子ども福祉係長 今御指摘いただいたような

紫外線タイプの保管庫で、その中に入れておけば

ある程度消毒、殺菌もできるといったようなもの

になります。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今の紫外線の話なのですけれども、紫

外線を当てて直接こうおいて時間をかけてしまう

と目が痛くなるという、私たちが使った頃はそう

いう状況もありました。今のは改良されてそうい

うことはないですか。長く見つめてしまうような

そういう機械というのはなくなるような気配とい

うのはしているのでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○染谷子ども福祉係長 保管庫なので使っていない

間に入れておくものなので、広場が開設すればそ

こから遊具は取り出して使うので、利用者がいる

間はつけておかないイメージ。そういった用途で

使用します。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  では、すみません、ここで進行を副委員長と交

代いたします。 

〔委員長交代〕 

○中里副委員長 進行代わります。 

  委員長。 

○齊藤委員長 先ほど言ったとおり、コミュニティ

広場のほうなのですけれども、こちらには消毒用

の予算が上がっていない。逆にあそこはテナント

なので、例えば従業員等が感染してかかってしま

った場合の市の対応としてはどのように考えてい

るのかをちょっとお聞きしたいです。 

○中里副委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 こちらにつきましては、当

然市で雇用しております職員等に発生があった場

合、これは市のほうの対応に準じておりますけれ

ども、ただ、ここのところは具体的なところ、消

毒作業も含めまして、商業施設内に設置をさせて

もらっていますので、ビッグ側とそれはどういう

ふうにやっていくかということは、今後の交渉と

いうことになっております。 

○中里副委員長 委員長。 

○齊藤委員長 本来であれば、ここに同じタイミン

グで載ってくるのかなと思ったので、どちらが責

任割合があって、発生の度合いによってはひょっ

としたらビッグ側で全て消毒しますと言われれば

市はかからないですけれども、準備が必要かと思
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ったのでちょっと聞かせていただきました。 

  では、まだお話ししていないということで。こ

れからということでいいですか。 

○中里副委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 基本的には商業施設内とい

うところで、大きな考えの中ではビッグのほうで

全てテナントも入っておりますので、要するにど

こかのテナントで発生があった場合、ほかのテナ

ントに営業の影響が出るということもありますの

で、その辺のところの割合については、今後詳細

に詰めていく必要があるかと思っております。 

○齊藤委員長 分かりました。 

○中里副委員長 進行を戻します。 

〔委員長交代〕 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑の途中です

が議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見ござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切り替え審査を

行います。 

  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○織田子育て支援課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 それでは、説明が終わりましたので

質疑を許します。 

  田村委員。 

○田村委員 167ページの20事業子ども家庭総合支

援事業費のところの、その下に家庭児童相談等実

績と出ていますけれども、これの近年の推移がも

しお分かりになればお伺いしたいと思います。 

○齊藤委員長 所長。 

○菊池子ども・子育て総合センター所長 近年の推

移ということで、３年間の推移をお話ししたいと

思います。 

  家庭相談におきましては、電話相談、来所相談、

家庭訪問、機関訪問というのがありまして、平成

29年度が合計して3,113件、平成30年度が3,264件、
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令和元年度が4,122件というふうに増加傾向にあ

ります。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 170ページのひとり親家庭支援事業、

20事業のことについてお伺いいたします。 

  こちらのほう、今課長御説明の中で、資格取得

のほうの支援ということで御説明があったかと思

うのですが、こちらの扶助費の部分にそれぞれの

案件、人数を書いてあるのですが、それ以外に資

格取得で利用された方がいたのかどうか、お伺い

いたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 扶助費につきましては、ま

ず自立支援教育訓練給付金、前年度、平成30年度

８人から令和元年度が２人。そして、高等職業訓

練促進給付金、こちらが前年度６人から１人。そ

れと、高等職業訓練就業支援金、前年度４人から

１人ということで、この分が減額されております。

このとおりでございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 前年度から減少ということで、説明の

中にもあったのですが、利用者が減少した主な理

由などは、もし御存じでしたらお伺いしたいと思

います。 

○齊藤委員長 所長。 

○菊池子ども・子育て総合センター所長 主な理由

としましては、この中で高等職業訓練促進給付金

というのは48月、つまり４年間であるので、それ

だけ必要な期間があるものですから、なかなかそ

れに応募する方がしにくいという状況になります。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうすると、応募するにも期間が長い

ので、なかなかしたくてもできない方とかもいる

と思うのですが、その分の支援する体制などはど

のようになっているのか。もしあるのであればお

伺いしたいのですが。 

○齊藤委員長 所長。 

○菊池子ども・子育て総合センター所長 その前の

自立支援教育訓練給付金、これは手軽にできるも

のですから、そちらのほうを案内するということ

も考えております。 

  以上でございます。 

○益子委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほか質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 151ページ。 

  一番上に未婚の児童扶養手当受給者に対する臨

時特別給付金事業というのがあるのですけれども、

申請のあった方90人に対して１万7,500円という

ことだったのですが、未婚の児童で分からないと

ころがあって、どういう形でこれを知らせ、把握

をしたのか。もっといらっしゃるのかというよう

なことについて、分かれば。 

○齊藤委員長 係長。 

○小野給付係長 対象者の抽出ということでよろし

いでしょうか。 

  こちらにつきましては、児童扶養手当もしくは

ひとり親医療の受給者のほうをこちらで把握して

おりますので、その中から該当する方を抽出した

形となっております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、そういう方全員にお知ら

せをして渡したのですか。そこにもう直接給付し

たということなのですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○小野給付係長 本給付金は申請制になっておりま

すので、御案内を送付させていただいて申請をい

ただいて、申請をいただいた方に給付するという
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ような手順となっております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 172ページから何ページか、ずっと放

課後児童クラブのところの決算になっているので

すが、現実として先ほど172ページのところで、

学校休業による補塡をしたということがあったの

ですけれども、多分１か月分ぐらいということで

すよね。３月のときにということで。それが場所

によって非常に差があったのか、あるいはそうで

もなかったのかというところが分かれば教えてく

ださい。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 こちらにつきましては、児

童クラブそれぞれ定員、枠があってそこに児童が

保育をされているわけなのですけれども、当然な

がら自主欠席をするというふうな申請制を取って

おりますので、それをクラブごとに人数等につい

ては差がありますけれども、おおむねこの３月の

時期につきましては、大体ほとんど欠席をされる

方、そういったことが多かったというところで、

人数のばらつきは当然あります。定員が違います

ので。ですけれども、割合とすると同じような欠

席率、保育をしないで家庭で面倒を見るというよ

うな状況がありました。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それは分かりました。 

  それで、公設民営の児童クラブと民設民営のク

ラブと２つあるのですけれども、定期利用の人数、

１年間ずっと使うという人数については、ほぼ定

員を満たしているのでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○染谷子ども福祉係長 利用定員に対する登録者な

のですが、公設、民設とも若干余裕があります。

公設に関して言えば定員が1,295名のところ登録

者が1,184人、民設につきましては定員826名のと

ころ利用者が691名。これが５月１日の年度末の

数字になるのですけれども、このようになってい

ます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、言い方は違うかもしれな

いのですが、入りたくても入れない、待機してい

るという方はいないというふうに考えてよろしい

のですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○染谷子ども福祉係長 令和元年度10月１日の数字

になるのですが、公設民設合わせて一応待機児童

としているのが10名程度はいるという現状でござ

います。 

○山本委員 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 188ページの子ども医療費助成費の関

係です。 

  説明で416人減少して、増加に当たっては１人

当たり増加したということだったのですけれども、

この辺の詳しい分析とかされていますか。医療費

が人数は減ったのだけれども、人１人分の単価が

多分高くなったのだと思うのですけれども。 

○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 そちらについては、今委員

お話しのとおり、416人対象者が減っております

けれども、まず１人当たりの助成金額、こちらに

ついては6,557円増額しております。また、１人

当たりの助成件数も3.15件増えているというよう

な状況でございます。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 この増えた１人当たり6,557円、これ

は平均ですよね。その辺の計算か何かはしている

のですよね。 
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○齊藤委員長 課長。 

○織田子育て支援課長 分析と言いますか、これが

なぜ増になったのかというところでお答えをさせ

ていただきますと、これは推測にしか過ぎません

けれども、やはり子ども医療費については現物給

付、この拡大を実施をいたしました。この拡大を

したことによって、やはり必要な医療を受けると、

医療の受けやすさというところがあるのかなとい

うふうに考えております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 168ページ、60事業の要支援児童放課

後支援費というところで、キッズシェルターとす

くすく子育てやぎハウスで、ということなのです

が、この事業は傾向として増えているというふう

に見てよろしいのでしょうか。 

○齊藤委員長 所長。 

○菊池子ども・子育て総合センター所長 委員御指

摘のとおり増えている現状です。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 多分必要な方はもっといらっしゃるの

だと外から見ていると思うのですけれども、だか

らと言って支援するというものではないのではな

いかというふうに思っているのですが、この事業

が足りていない、言い方が難しいのですけれども、

全ての那須塩原市内の学校を網羅していないよう

な気がするのですが、それについてはどんなふう

になるのか教えてください。 

○齊藤委員長 所長。 

○菊池子ども・子育て総合センター所長 今委員御

指摘の場所につきましては、黒磯地区にやぎハウ

ス、それから西那須野地区ににじのいえというこ

の２か所。黒磯地区については黒磯地区全体を網

羅している状況になります。それから、西のエリ

アのほうについては西那須野、それから塩原地区

を考えて、実際にそこから通っています。ただ、

委員御指摘のとおり送迎をしていただくのですけ

れども、なかなか長距離になりますと、放課後な

ものですからなかなか利用するに当たって利用し

づらいというのが現状としてはあります。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが議員間

討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今の168ページのところなのですが、

やはり何かこういう支援をしなければいけない事

業は増えるとは思えなくて、そういう方が救われ

ているというか、手がいっていないような気がす

るのですけれども、男の方から見てというのも変

なのですけれども、皆さんの地域でそういう支援

をしなければいけないというような方が見えると

いうか感じるというか、そういうことがあれば意

見を聴きたいのですけれども。私の地区はちょっ

と特別なのかもしれないということもあって。 

○齊藤委員長 ただいま山本委員から御意見があり

ました。減っていない中で充足が地域で満たされ

ていないのではないかというところと、それに対

する地域の意見という形でよろしいですか。 

○山本委員 そうですね。皆さんどういうふうに感

じていらっしゃるかと。 

○齊藤委員長 では、どなたか意見ございますか。

似たような御意見でもよろしいですけれども。 

  益子委員。 

○益子委員 今山本委員からもおっしゃったとおり、

地域ごとにも家庭があるかと思うのですが、やは

りどうしても充足しているかと言えば足りていな
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い部分があるのかなというのが率直な認識であり

ますし、やはり中にはそれ以前にその体制が知ら

れていない部分なんかもあるのではないかと思い

ますので、そういったものをもうちょっと充実さ

せていく必要があるのかなと思います。 

○齊藤委員長 そのほか御意見を持っていらっしゃ

る方はいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 なかなか育児放棄しているというよう

なことは表に出にくいし、うちは育てられないよ

ということを言うということもなかなかできない

のが現実で、でも子供たちにとってはとても不幸

なこと、育っていくのに関して。問題が多いとこ

ろだと思うので、ぜひそういうところにいろいろ

な市のほうの子育て支援をしている方とか、見え

てくるものがあると思うので、支援を広げていた

だきたいと。場所も限られているので、たくさん

の人を受け入れることはできないというのもわか

るのですが、何とかしないと本当に貧困も広がっ

ている現実の中で、子供たちが本当に育っていか

ないのではないかと思うので、今後ここの部分に

ついては何らかの方策を取っていただきたいとい

う希望です。 

○齊藤委員長 御意見でよろしいですかね。 

  それでは、ほかに討議すべき内容はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、ここで議員間討

議と併せて質疑も終了したいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  子育て支援課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０６分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、保育課の審査に入り

ます。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  保育課については福祉教育常任委員会に対する

付託案件がございませんので、予算常任委員会

（第二分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討
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論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第75号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○福田保育課長 （議案第75号について説明） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  山本委員。 

○山本委員 歳出の12ページのところの真ん中辺の

最初のところ、フルタイムの保育士が充足できな

かったのでパートタイムを増やしたということな

のですが、なぜフルタイムの保育士が取れなかっ

たと考えていますか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 基本的には募集をかけた際に時間

がやはり２時間ですとか４時間ですとか短時間の

方が多く、フルタイムの方の応募がなかったとい

うことが一番の要因だったと考えております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 応募がなかったというのは分かるので

すけれども、つまりなぜそのパートのほうは申込

みがあるのに、フルタイムがないのかという理由

があるし、そこのところを解決しないと、今まで、

これからもなかなかフルタイムの臨時保育士を取

れないのではないかなと思うので、それをどうい

うふうに考えているのかをお聞きしたいと思った

のですが。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 今の現状といたしまして、お子さ

んがいるような方が結構多いという情報がござい

まして、どうしてもお迎えの関係とか学校の関係、

そういったところで短時間を希望される方が多く

いらっしゃるというような現状でございまして、

なかなかフルタイムで働いていただける方の確保

ができないということでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 では、時給なり日給が仕事に見合って

いないからということではないということでよろ

しいですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 そのように考えております。 

○山本委員 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ちょっと単純な質問をします。 

  10ページの私立保育園の消毒というのもありま

すし、12ページの公立保育園の消毒あるいは代替

えした場所の消毒。まず一点、この代替えした７

回やるという予算の単価は幾らになっていますか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 単価につきましては、31万4,000

円ということで見込ませていただいております。

税金を含めますと34万5,400円ということでござ

います。 

○齊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それで先ほど言われましたこの消毒と

いうのはどのような消毒をするのか、ちょっと想

像がつかないのですが、詳細に教えていただけま

すか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 消毒につきましては、当初保育課

では保育園の職員が自前で消毒をする予定でござ

いましたが、業者へ委託するというようなことで、

対策本部会議のほうで、そういった形でやること

となってまいりました。業者に委託した場合どの

ような消毒をするかということですが、保育室、

それから保育園の園児たちが行くところ全ての場

所を消毒する形になることになりますが、全体的
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にやるのか、それとも濃厚接触などが出た場合の

部分だけをやるのかというのは、まだ一度も実績

がないものですから、そこら辺は保健所との相談

によってやるような形にはなってくるとは思いま

すが、基本的には園児が接触しているような場所

については、全て消毒をしていただくということ

で考えております。 

○齊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ごめんなさい。消毒するというその方

法が、例えばアルコール綿で取っ手を拭くとかそ

ういったものを消毒と言っているのか、あるいは

中国とかテレビで見ますと、散水機みたいなもの

でばっとやっているものがありますね。施設です

からそういうことはないかと思いますが、その辺

についてお願いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 バルサンのような消毒のものもあ

るようではありますけれども、想定といたしまし

てはアルコールでの拭き取りということでの消毒

の仕方ということで考えてございます。 

○相馬委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほか。 

  益子委員。 

○益子委員 今の相馬委員の関連でお伺いしたいの

ですが、通常日中ですと子供たち保育されている

と思うのですが、そうすると、作業に当たる時間

帯は事業者さんが例えば休みの日ですとか、場合

によっては夕方以降の夜間とか、そのようなもの

を想定されているのでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 消毒の期間につきましては、当初

３日以上かかるかなというような想定はしており

ましたが、現在の時点で業者のほうから聞き取り

をしている段階では、早ければ１日で消毒が終わ

るということで聞いておりますので、土日にかか

れば土日のうちに消毒をして、臨時休園はしない

で継続保育をできるかと思うのですけれども、平

日の場合につきましては、１日、２日は臨時休園

という可能性があるかなというふうに考えており

ます。 

  よろしくお願いします。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 今の課長の御説明をいただいて納得す

る部分もあるのですが、例えば土日にかかる場合

ですと保育の部分に影響はないかと思うのですが、

先ほど課長御認識があったと思うのですが、例え

ば週の前半ですとか水曜日とか、そういうふうな

なかなか日程が取れない部分、臨時休園というお

話もあった中なのですが、その場合は例えば万が

一日中で取れない、休日を待たないで保育園に影

響がない中でするとなると、例えば代替えの部分

とか全部が出なければほかの園の中でカバーでき

ると思うのですが、例えば一遍に園全体でまたい

でしまったりとか、どうしても場所によっては小

さな園ですとその人数がカバーできないとか、要

はその保育の段階の部分でなかなか一緒にできな

いとかそういう部分なんかも出てくると思うので

すが、そういった場合の対応などはどのようにお

考えなのでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 保育課のほうで対策のマニュアル

を作っておりまして、マニュアルの中では現時点

では３日間ほどは臨時休園をして、その間に濃厚

接触者ですとか、そういったところを保健所のほ

うで特定していただく、そういった期間も必要だ

ろうということで３日は想定しているところでは

ございますけれども、先ほど申し上げたように１

日で済んだ場合は、できるだけ早く、働く方のた

めの施設になっておりますので、できるだけ早い

再開をしていきたいというふうには考えておりま
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す。そういったところで、期間については２日に

なるか３日になるかというのは、ちょっと今のと

ころその想定しかございませんけれども、そうい

った形で早めに再開はしたいと思っております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 その部分も理解いたします。しかし、

安全な部分と緊急を要して、安全な部分と働き方

の部分というので、なかなか両立することは難し

いと思うのですが、条件、例えば１日２日で開い

てほしいという保護者とか、働く側はそうだと思

うのですが、受け入れる側としては安全を十分担

保したいという考えもあると思うので、場合によ

っては始まるに当たっては、やはり十分ちょっと

代替えの場所とか考えたいという部分があると思

うのです。そうすると、やはり安全に受け入れる

側は開いてくれれば早めに開いてくれるほうがあ

りがたい部分は十分理解できるのですが、その際

の安全の部分を担保するとなると、早めに開いた

がために、場合によってはまだ消毒の部分が不完

全で、もしかするとそこが不完全な部分で、例え

ばそこを触ってしまってまた発生してしまったと

か、そういうような部分も懸念が心配されると思

うので、状況によっては、例えば代替えの施設と

か別の教室で保育をするとか、そのような点に関

してはいかがでしょう。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 我々のマニュアルのほうで申し上

げますと、代替えといたしましては公民館などを

想定しておりまして、公民館につきましては今現

在通常に開いておりますので、なかなか非常事態

宣言時には閉館となっておりましたので、どこの

公民館でも場合によっては代替えも可能だという

ことで考えていたわけなのですけれども、今の時

点では非常事態宣言がもう一度出たような場合に

は、借りることは可能かとは考えておりますけれ

ども、なかなか代替えの場所というのが、西那須

野長寿センターの向かいに大きな部屋がありまし

て、そこを借りるか、それともいきいきふれあい

センターの子育てセンターの部分と、その２か所

についても想定はしております。そういったとこ

ろで、当初はやはり２週間ぐらいはそちらで代替

えとしてやったほうが、消毒をしてもやはり感染

がさらに拡大してしまう心配が保護者にあるので

あれば、そういったところはやはり別の場所でや

ったほうが、保育士にとっても保護者にとっても

安心かなというところで考えておりまして、そう

いった経過があったわけですが、今のところ１日、

２日の消毒で再開が可能であるということでは、

全国的にもそういった形でやられておりますので、

今のところはできれば同じ場所でやることが、親

たちにとっても違った環境で保育を受けるのでは

なくて、園児のやはり不安、同じ場所でやったほ

うが保育課としてはよいのではないかということ

で、そちらのほうで今検討をしているところでご

ざいます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 課長の御説明の中で、柔軟に対応して、

できれば保育環境を変えていかないで、慣れたと

ころで子供たちのためにも、保育士のためにも、

保護者のためにも一番それが理想かと思います。

併せて繰り返し課長がお答えの中で、マニュアル

というものでいろいろな想定をされていると思い

ますが、仮に代替えの施設ということであれば公

民館を想定されているというお話でございました

が、園が公民館に隣接していたりとか近い場合な

どはいいと思うのですが、保育園から、例えば地

域によっては公民館を想定されているところが遠

かったりとか、その場合の例えば移動手段ですと

か、そのような方法は恐らく想定はされていると

は思うのですが、その点はいかがですか。 
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○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 先ほど申し上げましたように、拠

点としてはいきいきふれあいセンター、代替えを

今やるとすればいきいきふれあいセンターの２階

の子育てセンター。それから、西那須野地区であ

れば健康長寿センターの２階の健診ルーム、こち

らを想定しておりまして、距離が出てしまう保育

園も出てくるかとは思いますけれども、そこもで

きるだけ代替えをやるとしても短期間でそこはや

って、できるだけ保護者の負担は短期間で済ませ

られるように検討していきたいと思います。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 10ページのところで先ほど山本委員の

ほうで保育士確保の問題がありました。それと併

せてコロナ対策ということで伺います。 

  確認なのですが、現在保育所のいわゆる詰め込

み。定員の115％、120％というのは、現在は解消

されていないというふうに受け止めていいのでし

ょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○長岡給付係長 全ての園が100％以内に収まって

いるかというと、少し出ているところもあるので

すけれども、ただ施設によっては95％ですとか、

例えば公立の保育園ですとなべかけ保育園、三島

保育園、南保育園だけがあったので説明いたしま

す。なべかけ保育園と南保育園が入所率としては

定員よりも少し多い。それ以外は定員以下に、平

均になりますけれどもなっております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 多いというのはパーセンテージでいう

と１桁という捉え方でよいのでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○長岡給付係長 なべかけ保育園ですと101.5％、

南保育園ですと102.7％。 

  以上です。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 ありがとうございました。 

  100％を超えるというのは、これも対策と矛盾

するということで確認しました。だから今、両方

とも１桁ということで安心しました。ありがとう

ございました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 先ほど出たのですが、保育士の確保の

問題、正規と併せて任期付きの職員、長期的にも

ずっと不足していてなかなか難しいという状況も

あるのだと思うのです。しっかり計画を立てて、

確保していっていただきたいと思います。 

  意見です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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し、これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○齊藤委員長 続きまして、予算常任委員会を決算

審査特別委員会（第二分科会）に切り替え審査を

行います。 

  それでは、認定第１号 令和元年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○福田保育課長 （認定第１号について説明） 

○齊藤委員長 それでは、暫時休憩といたします。 

  では、昼食のため午後１時から再開いたします。 

 

休憩 午後 零時１２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  説明が終わりましたので質疑を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 質問していきます。 

  152ページ。 

  保育園管理費、保育園臨時職員配置費、４億

471万6,378円とあります。先ほど一般会計の予算

を見たときに、保育士の不足の話がありました。

その中で、決算などで昨年新規採用された保育士

の数を教えてください。両方。正職員と任用と。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 昨年度の採用状況でございますが、

保育士につきましては、公立保育園、市の保育士

では２名採用となっております。また、臨時職員

につきましては、人数については詳細を把握して

ございません。 

  以上でございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、本採用で２人ということ

で、任期付のほうは把握していないということで

すね。 

  それでは、さらに伺います。 

  本市の臨時保育士の保育士全体に占める割合を

聞かせてください。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 令和元年度の状況でございますが、

正職が111名、臨時職員は265名。265名の臨時職

員につきましては、本当に短い２時間とか３時間

とか、そういった扱いの方もいらっしゃいますの

で、フルタイムに換算するともっと少なくなると

いうふうな状況ですが、合計で376名おりまして、

この数字で割合を出しますと、約70％が臨時職員

という状況でございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 臨時職員の割合も一時は72％ぐらいま

でいっていたかなと。市の発表は64％ということ

で、短時間勤務の職員を7.5時間とか７時間等に

換算して64％というような話をしていたと思うの

ですが、その中で、保育園の無償化が行われた中
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で、任用付の保育所のほうに処遇改善が行われ

たということになっています。賞与が出る人と出

ない人の割合というのはつかんでいるのでしょう

か。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 大変申し訳ありませんが、そちら

につきましての数字は把握しておりません。申し

訳ありません。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 勤務時間の長さとか勤務日数とか、そ

れによって出る人と出ない人とある。ただ、自治

体によっては賞与を出すために時間給を9,000円

切り下げたというような自治体も出ているという

ふうに聞いております。非常に保育士の採用につ

いては、状況は厳しいのだと思います。それだけ

の予算のほうにもそういうお話がありました。し

かし、那須塩原市のこれからの保育を行っていく

ためには、やはり計画的な保育士の採用は必要だ

と思います。そういう中で、培われている結果か

ら、やはりしっかり保育の基盤を、一番利用者は

いるけれども保育士が弱いというのは、保育行政

は成り立ちませんので、そういう状況が確認でき

ました。 

  関連でいいですか、続けて。 

  待機児童の問題です。 

  そういう中で、保育士が足りない上の待機児童

というのはあるのかないのか、聞かせてくださ

い。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 待機児童の現状でございますけれ

ども、過日新聞報道でされましたとおり、本市に

おきましては４月１日現在14人の待機児童がござ

います。こちらにつきましては、昨年の４月から

比べますと９名増えているというような状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 保育所のほうの空きはあるのに保育士

がいないための待機というような状況があるのか

ないのか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 保育課のほうで把握しております

のは、やはり３歳から５歳につきましては施設が

充足している状況が、市内全体でございます。ゼ

ロから２歳、待機児童は全てゼロから２歳という

ことで把握をさせていただいております。保育士

がいないから待機児童が発生しているかというよ

うな御質問ですけれども、全てそこは否定できる

ものではないわけですけれども、例えば公立保育

園でも保育士がさらにいれば、もう少し受入れの

人数が増えるということにもなりますので、そち

らは保育士が増えれば待機児童が減るということ

につながるかなとは考えられますけれども、一番

の理由といたしましては、ゼロから２歳の施設が

足りていないというところでございます。 

  以上でございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 163ページから164ページにかけての民

間保育施設運営支援費について。 

  164ページの一番最後のところに、保育補助者

雇上強化事業701万6,000円というのがあるのです

が、具体的に何か教えてください。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 保育補助者雇上強化事業の内容で

ございますが、こちらの概要といたしましては、

短時間の保育資格を持たない保育士の補助を行う

者を雇い上げることにより、保育園等における保

育士の負担軽減など、を目的として、保育者を雇

い上げた場合に必要な費用を補助するというもの
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でございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、保育園で子供を見ている

のは資格を持った方だと思っていたのですが、資

格を持たない普通の人を雇うことで、保育を補っ

ているというようなことができるということなの

ですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 基本的には保育方については有資

格者ということでございまして、この方は無資格

ということではございますが、この条件といたし

まして、保育に関する40時間以上の実習を受けた

というふうなところで、そういった経験、実習を

受けた中で保育のお手伝いをするということでご

ざいます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 40時間実習を受けたのでしたっけ。そ

れは市がそういうことを何かやった人たちがそこ

を民間の保育園にあっせんをしているというよう

なものなのですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 市内の各保育園、民間の施設のほ

うで実習等を行っているというものでございま

す。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは701万6,000円ということなので

すけれども、何か雇った人の、例えば１月10万円

なら10万円とか、全て市が出してあげているとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 こちらは国庫補助でございまして、

国、県では８分の７、市の負担といたしましては

８分の１を負担しております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、これはこの決算で出てい

るものがあったというふうなもので、それぞれの

保育園が申請をして、オーケーですということに

なっているということでよろしいですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 補助基準額が定められていまして、

定員が120以下の施設につきましては年額、１名

分ということで144万円が上限となってございま

す。定員121以上の施設につきましては、年額288

万900円、令和２年分ということで、実際にした

分と上限を比較して、低いほうの金額を補助して

いるというものでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 市としては、本来だったら保育所を使

ってもらっている人が子供を保育するべきだと思

うというものだと思うのですけれども、先ほど来

保育士がなかなか雇えないということで、これは

国からも出ているということなので、国全体がそ

ういうふうな傾向なのかもしれませんけれども、

これは市として、ではきちんと保育士をもっと、

資格を持っている人を把握するとか、各私立の保

育園にちゃんと雇いなさいとかという指導はして

いるのですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 こちらの事業につきましては、42

か所ほど保育施設がありますけれども、民間のほ

うに希望があればこういった補助がありますよと

いうことで、当初そういった希望があったわけで

すけれども、実際には７施設しか希望がございま

せんで、この決算となっております。 

  以上でございます。 

○山本委員 分かりました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 後ろのほう、197ページの放射能対策

費になります。 
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  真ん中にある給食食材の放射能測定について

なのですが、私立それから、那須塩原市立の保育

園で、これ問題のあったものってあるのでしょう

か。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 昨年度の実績でございますが、セ

シウム検出の状況でございますが、昨年度は２件

ございました。 

  以上でございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ないというふうにお答えいただけるの

かと思ったらあるということなのですが、これは

そういうものが出たとき、各保育園でどんな形で

フォローをしているのか。 

○齊藤委員長 係長。 

○平田管理係長 今回出たものにつきましては、民

間の保育園でございまして、園の中で取れた栗で

ございまして、あともう一つが茨城県産のレンコ

ンというふうに聞いておりまして、レンコンにつ

きましては検出はされましたけれども基準値だと

いうことでございまして、でも栗につきましては

基準値を超えたということで、保育園のほうとし

てはそれは食べないで廃棄したということでござ

います。 

  その結果につきましては、毎月の市のホームペ

ージで公表のほうはさせていただいております。 

  以上でございます。 

○山本委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほかどうですか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 すみません、決算書の169ページ、

170ページです。 

  中段にございます幼稚園就園奨励費についてで

す。 

  扶助費が約3,000万円が不要金というのですが、

その理由を伺ってもよろしいですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 こちらにつきましては、西那須野

幼稚園等の認定こども園への移行に伴いましての

減ということでございます。これは幼稚園就園奨

励費というものが未使用化によりまして廃止とな

ったことによる減となっております。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 152ページで先ほども言いましたけれ

ども、保育園臨時職員配置費で、臨時のみなので

すけれども、いわゆる昨年度の離職率というのは

分かりますか。 

○齊藤委員長 臨時のですか。 

○田村委員 ここは臨時だけれども。 

○齊藤委員長 課長。 

○福田保育課長 昨年、正職員につきましては２名

ほど退職をされております。これは、年度の途中

でほかの市で保育士の採用試験があって、そちら

に受かったのでというようなものが１件。それか

らもう１件につきましては、事由につきましては

ちょっと調べないと分からないのですけれども、

とにかく２名ほど退職が出ております。臨時職員

につきましては、特に把握はしておりません。申

し訳ございません。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 いいですか。 

  それでは、質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び
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質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 那須塩原市の未来を担う子供の保育園

を開設しようとそこをしっかり支えてもらうため

に、保育士、臨時保育士と正保育士の計画的な採

用、これをぜひ進めていただきたいと思います。

県と協力したりしていろいろ努力はしているとい

うのは分かっているのですが、ただ、保育士の待

遇、それも日本全体の中で、やはり低いというの

は何回も問題になっています。そういうところを

併せながら、しっかり職員の確保併せて勤務体系

なんかも気を使っていただきたいと、こういう中

で保育者の皆様に、そしてゼロを目指して頑張っ

ていただきたいと思います。 

  以上、保育士不足の問題があるということで、

この認定はできません。 

○齊藤委員長 そのほかに討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、挙手により採決

いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを、原案のとおり認定す

べきものとすることに賛成する委員の挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○齊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、認定第１号は原案のとおり認定すべき

ものと決しました。 

  保育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２２分 

 

再開 午後 １時４１分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齊藤委員長 次第３、その他に入ります。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 事務局から何かございますか。 

  事務局。 

○伊藤事務局書記 （事務連絡） 

○齊藤委員長 それでは、次第３その他を終了とい

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤委員長 以上で、今定例会における委員会の

議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し議長に提

出いたしますので御一任くださいますようお願い

いたします。 

  これをもちまして福祉教育常任委員会を閉会と

いたします。 
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  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 １時４３分 
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